
本冊子の記載内容は、2023年10月現在の法令等によるものです。今後、法令等の変更に伴い取扱いが変更となる場合があります。
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［引受保険会社］［募集代理店］

医 療保険（無解約返戻金型）（２２）  無 配当

病気やケガへの最適な治療を

2024年3月版

病 気 や
ケ ガ に
備 え る

〒104-8258 東京都中央区新川2-27-2
お客さまサービスセンター TEL:0120-324-386（無料）
受付時間 月～金 9:00～18:00 土 9:00～17:00（日・祝日・年末年始を除きます）
https://www.msa-life.co.jp

商品パンフレット 兼 契約概要・注意喚起情報

●「契約概要・注意喚起情報」には、ご契約に関する大切な事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解の
うえお申込みください。
●お支払事由や給付に際してのご留意点等の詳細、主な保険用語の説明等については「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので必ず
ご確認ください。P.51に「ご契約のしおり・約款」に関する説明を記載しています。

ご契約のしおり・約款コード 2024-0110
上記コードは、三井住友海上あいおい生命ホームページから
「ご契約のしおり・約款」をご確認いただく際に使用するコードです。

ご契約のしおり・約款
Web約款 「保険でできるエコ」はじめませんか。

選ぶ 紙が減る 地球を
守る

三井住友海上あいおい生命では、インターネットを利用してパソコンやタブレット端末等で「ご契約のしおり・約款」をご確認・
ダウンロードいただける「Web約款」をご用意しています。
「Ｗｅｂ約款」をご選択いただくことで、紙の使用量を削減し、地球環境保護に役立てることができますのでぜひご利用ください。

※各制度・サービスの詳細は、三井住友海上あいおい生命ホームページからご確認ください。
※「満点生活応援団」「介護すこやかデスク」は三井住友海上あいおい生命の保険商品の保障の一部ではありません。三井住友海上あいおい生命が
提携する会社が提供するサービスです。

三井住友海上あいおい生命の保険にご加入いただいたお客さまへ、健康・医療、
暮らし等に関する相談サービスをお電話にてご提供します。

ご契約者さまが、その保険契約に関する緊急連絡先としてご親族さまを登録すること
により、ご契約者さまとご親族さまに安心をご提供することができる任意の制度です。

三井住友海上あいおい生命の保険にご加入いただいたお客さまへ、介護・認知症に
関する相談サービスをお電話にてご提供します。

お客さまにご利用いただける主な制度・サービス

厚生労働省が認める先進医療制度について、どんな技術か、治療にどう活用するのか、
治療費など、先進医療の最新情報を解説します。

健康的な毎日を過ごすためのコツを定期的にご案内している情報サイトです。
イラスト・図解つきで、専門家が分かりやすくアドバイスします。

お役立ちサイト

0～85歳
契約年齢範囲

終身保障
病気・ケガの保障
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▶病気やケガによる
　平均入院日数

2人に1人以上が日帰り入院を含む10日以内の入院です

病気によっては入院が長期に及ぶこともあります

入院や治療には、さまざまな出費が予想されます

ガンは早期発見により治る可能性が高まりますが、再発の可能性もあります

医療の現状について 考えてみましょう

厚生労働省「令和2年 患者調査」

注 5日以内とは4泊5日以内、10日以内とは
　 9泊10日以内の入院をいいます。

厚生労働省「令和2年 患者調査」

厚生労働省　中央社会保険医療協議会総会（第548回）「主な選定療養に係る報告状況」

▶傷病別平均在院日数

入院 ガン

（％）
１００
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胃

■ Ⅰ期　■ Ⅳ期

肺 子宮頸 大腸

▶年齢別に見た主な「女性特有の病気」「女性に多い病気」の患者数

▶疾患罹患後の勤め先の就業継続・退職の状況

「女性特有の病気」「女性に多い病気」は年齢に関係なくかかる可能性があります

もしものときの保険料負担も無視できません

女性
疾病

厚生労働省
「令和2年 患者調査」

※女性患者数のみ
　掲載しています。

乳ガン※

子宮筋腫
子宮ガン

卵巣の良性新生物

退職した人の割合

22.5％脳血管疾患
の場合

退職した人の割合

17.7％心疾患の場合
退職した人の割合

20.6％ガンの場合

病気の治療が終わっても、今までのように働けなくなってしまうことがあります。働けなくなったときの保険料負担の不安が残ります。

●保険診療の対象で一部が自己負担となるものの例

●保険診療の対象外となり全額自己負担となるものの例

独立行政法人 労働政策研究・研修機構「平成30年 病気の治療と仕事の両立に関する実態調査（WEB患者調査）」

入院が長期化した場合にも対応できる保障が安心です

入院日数が短くても、急な入院などで慌てずに済むよう備えがあると安心です

再発にも備えられる保障があると安心です

「女性特有の病気」「女性に多い病気」への備えがあると安心です

入院時には医療費を含むさまざまな出費への備えがあると安心です
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▶がんの再発率

新日本保険新聞社「2023年6月版 こんなにかかる医療費」

▶部位別臨床病期別５年相対生存率

全国がんセンター協議会「全がん協生存率調査 部位別臨床病期別
5年相対生存率（2011～2013年診断症例）」（2021年11月集計）

※再発率は術式（どのような手術、処置をしたか）などにより、大きく異なっています。

※お住まいの自治体によっては、医療費の一部または全部が助成される場合があります。医療費助成制度の詳細については各自治体にお問い合わせください。 （約4.9人に1人） （約5.7人に1人） （約4.5人に1人）

肺がん
（非小細胞がん、根治手術可） 大腸がん胃がん 子宮頸がん

15％
ⅡB期の胃がん

術後5年以内の再発率

10～12％
ⅡA・B期の肺がん
術後5年以内の再発率

15％
Ⅱ期の子宮頸がん
術後5年以内の再発率

8～10％
Ⅱ期の大腸がん

術後5年以内の再発率
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120.0日
75.1日

24.6日

47.6日
30.6日

23.4日
33.7日

18.2日

19.6日悪性新生物
心疾患注

くも膜下出血
脳梗塞

高血圧性疾患
糖尿病
肝疾患
腎疾患
急性膵炎

すい

62日以上・不詳 7.7%
31～61日 9.4%

日帰り入院 3.4%

6～10日 21.8%

11～30日 26.1％

初診料

検査費用

入院料

投薬費用

処置料

入院時の食事代
の一部負担

手術費用

2,705円
2,826円

4人部屋
3人部屋

差額ベッド代の
1日あたりの
自己負担分

3,101円
8,322円

2人部屋
1人部屋

等

等

差額ベッド代 先進医療

入院時の日用品
の購入費用

見舞時の家族の
交通費・食事代

注 高血圧性のものを除く
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P.17～18

P.15～16

ガン

ガン診断給付特約（無解約返戻金型）（１８）

ガン治療通院給付特約（無解約返戻金型）

初めてガンと診断確定されたとき、およびその後1年以上経過して
ガンにより入院されたとき（再発・転移を含む）、1年に1回を限度に一時金を
何回でもお受け取りいただけます。

入院の有無を問わず、ガンの治療を目的とした
約款所定の通院治療を支払対象期間中は何日でも保障します。

入院の有無を問わず、ガンの治療を目的とした
約款所定の抗ガン剤治療を保障します。（同一の月に１回の支払限度）抗ガン剤治療給付特約（無解約返戻金型）（１８）

詳細ページ

P.7～8

一
生

涯
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障オ
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シ
ョ
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）

入院

手術

放射線治療

集中治療室（ＩＣＵ）管理

●初期入院10日給付特則　●八大疾病入院無制限給付特則

P.11～12先進医療 先進医療特約（無解約返戻金型）
先進医療にかかわる技術料だけでなく、約款所定の交通費・宿泊費も
保障します。 （保険期間通算2,000万円まで）

P.9～10入院 入院一時給付特約（無解約返戻金型）(22)
病気やケガを問わず、入院されたとき日帰り入院でも一時金を
お受け取りいただけます。

P.11～12通院 通院給付特約（無解約返戻金型）（１８） 病気やケガを問わず、退院後の約款所定の通院治療を保障します。

P.13～14保険料払込免除 保険料払込免除特約（22）
初めてガンと診断確定されたとき、心疾患・脳血管疾患で入院された
とき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。

P.19～20女性向け 女性疾病給付特約（無解約返戻金型）（１８）

P.13～14三大疾病 三大疾病入院一時給付特約（無解約返戻金型）（１８）
三大疾病（ガン・心疾患・脳血管疾患）で入院されたとき、
およびその後1年以上経過してそれらの病気で入院されたとき、1年に1回を
限度に一時金を何回でもお受け取りいただけます。

「ガン」「女性特有の病気」「女性に多い病気」による
入院・手術・放射線治療を保障します。

●日帰り入院から入院5日目まで一律５日分を保障します。
初期入院10日給付特則  を付加した場合、日帰り入院から入院10日目まで
一律１０日分を保障します。

●1回の入院の支払限度日数は、支払限度の型（30日型・60日型・120日型）
　によります。
 八大疾病入院無制限給付特則  を付加した場合、約款所定の八大疾病注による
入院は1回の入院・通算ともに支払限度日数無制限で保障します。

●手術給付金の型は給付倍率に応じて、手術Ⅰ型または手術Ⅱ型から選択いただけます。
注 約款所定の八大疾病とは、以下の病気をいいます。
①ガン（上皮内ガンを含む） ②心疾患 ③脳血管疾患 ④高血圧性疾患・大動脈瘤等
⑤糖尿病 ⑥肝疾患 ⑦腎疾患 ⑧膵疾患

すい

上
皮
内
ガ
ン
も
対
象

お客さまのニーズに合わせて、さま ざまな保障を組み合わせることができます
※「ブライトメディカル」は、医療保険（無解約返戻金型）（２２） 無配当の販売名称です。
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女性疾病入院給付金日額5,000円の場合

女性疾病入院給付金日額5,000円の場合

女性疾病入院給付金日額5,000円の場合

女性疾病入院給付金日額5,000円の場合

入院給付金日額
1万円の場合

入院給付金日額
5,000円の場合

支払限度
日数

手術

集中治療室（ＩＣＵ）管理

放射線治療

入院

主契約

一
生

涯

保

障

先進医療

基
本
保
障

先進医療特約（無解約返戻金型）

保険料払込免除 保険料払込免除特約（２２）

のご契約イメージ

通院

ガン

ガン診断給付特約（無解約返戻金型）（１８）

女性向け 女性疾病給付特約（無解約返戻金型）（１８）

三大疾病 三大疾病入院一時給付特約（無解約返戻金型）（１８）

抗ガン剤治療給付特約（無解約返戻金型）（１８）

注 約款所定の八大疾病とは、次の病気をいいます。
　 ①ガン（上皮内ガンを含む）　②心疾患　③脳血管疾患　④高血圧性疾患・大動脈瘤等　⑤糖尿病　⑥肝疾患　⑦腎疾患　⑧膵疾患

◆上記以外の条件でのご契約については、三井住友海上あいおい生命の代理店・社員までお問い合わせください。すい

■手術給付金の型：手術Ⅱ型
■初期入院10日給付特則付
■八大疾病入院無制限給付特則付

■保険期間・保険料払込期間：終身
■支払限度の型：30日型

●疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ、１回の入院につき30日、通算1,095日
●約款所定の八大疾病注による入院は1回の入院・通算ともに支払限度日数無制限

女性疾病放射線治療給付金

先進医療給付金

入院 入院一時給付特約（無解約返戻金型）（２２）

集中治療給付金

放射線治療給付金

手術給付金

通院給付金

ガン診断給付金
ガン診断給付金額50万円の場合

入院一時給付金
入院一時給付金額10万円の場合

ガン治療通院給付金
ガン治療通院給付金日額5,000円の場合

女性疾病入院給付金

女性疾病手術給付金

抗ガン剤治療給付金
抗ガン剤治療給付金月額10万円の場合

三大疾病入院一時給付金
三大疾病入院一時給付金額50万円の場合

疾病入院給付金
災害入院給付金

女性特定手術給付金

20万円
5万円

10万円
2.5万円

10万円 5万円

5万円

20万円 10万円

10万円 5万円

一時金として50万円

10万円×お支払事由に該当する月の月数

一時金として50万円

一時金として10万円

1万円 5,000円

5,000円×通院日数

1万円×受療日数 5,000円×受療日数

日帰り入院から
入院10日目まで一律10日分

入院11日目以降1日につき

入院中の手術1回につき

外来による手術1回につき

5万円

2.5万円

5万円

5,000円
入院中の手術1回につき

外来による手術1回につき

入院10日目まで一律10日分

入院11日目以降1日につき

1回につき

1回につき

1回につき

15万円1回につき

先進医療にかかわる技術料と
約款所定の交通費・宿泊費

　以後の保険料のお払込みは不要になりますが、保障は継続します。

通院給付特約（無解約返戻金型）（１８）
※通院給付特約（無解約返戻金型）（18）とガン治療通院給付特約（無解約返戻金型）は同時に付加できません。

ガン治療通院給付特約（無解約返戻金型）
※通院給付特約（無解約返戻金型）（18）とガン治療通院給付特約（無解約返戻金型）は同時に付加できません。
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病気やケガにより入院されたとき日帰り入院注1から入院5日目まで一律5日分
をお受け取りいただけます。

日帰り入院注1から入院10日目まで一律10日分をお受け取りいただけます。

お受取額
（入院給付金日額の5日分）

初期入院10日給付特則を付加した場合

約款所定の
八大疾病注2による入院

疾病入院給付金は１回の入院・通算ともに

支払限度日数無制限１回の入院につき 通算 1,095日
疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ

入院5日目まで

５，０００円 × 入院日数入院6日目以降

一律 2.5万円

お受取額
（入院給付金日額の10日分）入院10日目まで

５，０００円 × 入院日数入院11日目以降

一律 5万円

選択 30日・60日・120日

選択

八大疾病入院無制限
給付特則を付加した場合選択支払限度日数

について

基本保障 入院や手術にしっかり備える
主契約

入院給付金日額：5,000円の場合ご契約例

日帰り入院からまとまった金額を
お支払い

約款所定の八大疾病は   支払限度日数無制限
（八大疾病入院無制限給   付特則を付加した場合）

約款所定の集中治療室（ICU）
管理も保障

注1 日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断します。
※退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。1回の入院については、P.21（Q1）をご確認ください。

お受取額

お受取額

お受取額

支払限度

1回につき （入院給付金日額の20倍）

手術Ⅰ型

手術Ⅱ型

10万円

外来

入院中 1回につき　  5万円

入院中 1回につき 10万円

1回につき

支払回数無制限 （60日に１回）

支払限度 支払回数無制限

（入院給付金日額の10倍）5万円放射線治療
放射線治療給付金

集中治療給付金

集中治療室
（ICU）管理

入院
疾病入院給付金
災害入院給付金

手術
手術給付金

注2 約款所定の八大疾病とは、以下の病気をいいます。
①ガン（上皮内ガンを含む）　②心疾患　③脳血管疾患　④高血圧性疾患・大動脈瘤等　⑤糖尿病　⑥肝疾患　⑦腎疾患　⑧膵疾患

すい

●公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為
のうち、次の手術は手術給付金のお支払対象外です。
●創傷処理　●皮膚切開術　●デブリードマン　●抜歯手術　●骨または関節の非観血的または
徒手的な整復術、整復固定術および授動術　●鼻腔粘膜および下甲介粘膜の焼灼術（レーザー等に
よる焼灼術を含みます。）または高周波電気凝固法による鼻甲介切除術

●集中治療給付金は１回の入院について１回のお支払いを限度とします。

（入院給付金日額の10倍）

（入院給付金日額の20倍）

1回につき 2.5万円
（入院給付金日額の5倍）

選択

解約返戻金に
ついて

※解約されますとご契約は
消滅しますので、以後の
保障はなくなります。

死亡時返戻金について
被保険者がお亡くなりになられたとき、主契約の解約返戻金と同額を死亡時返戻金としてお支払いします。
※保険料払込期間中にお亡くなりになられたときは死亡時返戻金はありません。

主契約
保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約に
おいて、保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金（入院給付金日額の
10倍）をお受け取りいただけます。
特約：保険期間を通じて解約返戻金はありません。

手術の有無にかかわらず、入院給付金の支払われる入院中に約款所定の集中治療室
（ICU）管理を受けられたとき、お受け取りいただけます。

入院・手術の有無にかかわらず、公的医療保険制度の放射線治療料の算定対象となる
放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受け
られたとき、お受け取りいただけます。

病気やケガにより公的医療保険制度の手術料の算定対象となる手術または先進医療
に該当する手術を受けられたとき、お受け取りいただけます。

※公的医療保険制度とは、健康保険法・国民健康保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校
教職員共済法・船員保険法・高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。

※約款所定の集中治療室（ICU）管理とは、次の算定対象となる診療行為のことをいいます。
・救命救急入院料　・特定集中治療室管理料　・小児特定集中治療室管理料
・新生児特定集中治療室管理料　・総合周産期特定集中治療室管理料
※約款所定の集中治療室（ICU）管理に該当しない場合、集中治療給付金のお支払対象外です。
　〈例〉・ハイケアユニット入院医療管理　・日本国外での集中治療室管理　等
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短期の入院であっても、入院にかかる費用は高額になることがあります

▶直近の入院時の自己負担費用（入院日数別）

（公財）生命保険文化センター「令和4年度 生活保障に関する調査」

8.7
15.2 16.4

28.4

5日未満 5～7日 8～14日 15～30日

30.9

31～60日

75.9

61日以上

80

70

60

50

40

30

20

10

0

（万円）

5日未満の短期入院でも
約8万円の自己負担

オプション

入院一時給付金入院一時給付特約（無解約返戻金型）（22）

入院に一時金でしっかり備える

１回の入院につき１回を限度に
何度でも保障 日帰り入院から保障

●入院一時給付金のお支払いは、主契約の入院給付金が支払われる1回の入院につき、1回を限度とします。
●退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。1回の入院については、P.21（Q1）をご確認ください。
●主契約の災害入院給付金と疾病入院給付金のお支払事由が重複した場合、入院一時給付金は重複してお支払いできません。

入院一時給付金額：10万円の場合ご契約例

病気やケガにより入院されたとき、お受け取りいただけます。

一時金として 10万円

入院給付金日額：5,000円（初期入院10日給付特則あり）、入院一時給付金額：10万円の場合お受け取りイメージ

❶ ５日間入院した場合

❷ 14日間入院した場合

特約 入院一時給付金 10万円

入院一時給付金 10万円

主契約 一律 5万円
（入院給付金日額の10日分）

入院日数に
かかわらず
同額保障

入院日数に
かかわらず
同額保障

特約

主契約

入院一時給付金 10万円

合計 15万円
5万円 （5,000円×10日分）

10日以内の入院の場合は
一律10日分を保障

5,000円 5,000円 5,000円 5,000円

１日につき

5日間入院

特約

主契約 一律 5万円
（入院給付金日額の10日分）

特約

主契約

入院一時給付金 10万円

合計 17万円
7万円 （5,000円×14日分）

14日間入院

高額療養費について
同じ月に、医療機関等で支払った医療費（自己負担分）が高額になった場合、自己負担が軽くなるよう限度額が設け
られています。自己負担の限度額は、年齢・年収・医療費総額等によって異なります。
70歳以上の自己負担の限度額については、P.23（Q 4 ）をご確認ください。

注1 １つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます。）では上限額を超えない場合でも、同じ月の別の医療機関等での自己負担が21,000円
以上であるものについては合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。また、同じ公的医療保険
に加入している場合は、世帯で合算することができます。

注2 高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間（直近12か月）で3か月以上あったときは、4か月目（4回目）からの自己負担限度額がさらに
軽減されます。

※適用区分の年収は目安です。
※詳細は、加入されている公的医療保険の各照会窓口にお問い合わせください。
※2023年10月現在の公的制度に基づいて記載しています。

●69歳以下の場合

高額療養費制度から支給 212,570円

自己負担額 87,430円

自己負担額は 87,430円
公的医療保険が

負担

1か月の医療費総額100万円40代の方
（適用区分●❸の場合）

窓口負担3割
（30万円）

❶
❷
●❸
❹
❺

年収約1,160万円～
年収約770万円～約1,160万円
年収約370万円～約770万円

～年収約370万円
住民税非課税者

57,600円
35,400円

252,600円＋（医療費－842,000円）×1%
167,400円＋（医療費－558,000円）×1%
80,100円＋（医療費－267,000円）×1%

140,100円
93,000円
44,400円
44,400円
24,600円

適用区分

1か月で100万円の医療費が
　かかった場合注1

ひと月の上限額（世帯ごと） 　多数回該当の場合注2
（4回目からの自己負担限度額）

例

※治療費・食事代・差額
ベッド代に加え、交通
費（見舞いに来る家族
の交通費も含む）や
衣類、日用品などを
含む。高額療養費制度
を利用した場合は利用
後の金額
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オプション

❶先進医療とは、厚生労働大臣の定める評価療養のうち、先進的な医療技術として認められた技術をいいます
❷医療技術ごとに一定の施設基準が設定されており、施設基準に該当する限られた医療機関のみで行われます
実施医療機関が遠方の場合等は、医療機関までの交通費や宿泊費の負担も無視できません。

❸一般の保険診療と異なるため、公的医療保険制度の対象外です
先進医療にかかわる費用は、医療技術の種類や医療機関等によって異なり、全額自己負担することになります。
先進医療にかかわる費用以外の、通常の治療と共通する部分（診察・検査・投薬・入院等）の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。
※保険給付にかかる一部負担については、高額療養費制度が適用されます。

※対象となる先進医療は変動しますので、対象となっていた医療技術、医療機関および適応症等であっても受療された日現在において対象外となる
可能性があります。

先進医療給付金先進医療特約（無解約返戻金型） 先進医療について

ガン治療における先進医療である「粒子線治療」を実施している医療機関

先進医療や退院後の通院にしっか り備える

注 先進医療技術の個別具体的な
説明については、実施医療機関の
医師等の専門家にお問い合わせ
ください。

注 医療機関は2023年7月1日現在
（厚生労働省ホームページをもと
に三井住友海上あいおい生命
作成）

先進医療を実施している医療
機関は限られており、
治療費に加え交通費・宿泊費
の負担も見逃せません。

先進医療にかかわる
技術料を実費払

先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と約款所定の
交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます（保険期間通算2,000万円まで）。

交通費・宿泊費注もお支払い
注 宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。

●約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療は、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定
されています。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

●医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術・医療機関・
適応症等であっても、その後の見直しにより、治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合、先進医療給付金のお支払対象外と
なります。

●美容上の処置による通院、異常分娩以外の分娩による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を
伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院等は、通院給付金のお支払対象外です。
●1日に2回以上通院された場合、または、2つ以上の病気またはケガの治療のために通院された場合、通院給付金は重複してお支払い
できません。

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター

南東北がん陽子線治療センター
山形大学医学部附属病院

兵庫県立粒子線医療センター
津山中央病院

社会医療法人高清会 高井病院｠

兵庫県立粒子線医療センター附属
神戸陽子線センター｠

群馬大学医学部附属病院

静岡県立静岡がんセンター
湘南鎌倉総合病院

成田記念陽子線センター

神奈川県立がんセンター

筑波大学附属病院

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構 
QST病院

国立がん研究センター東病院

メディポリス医学研究所　
メディポリス国際陽子線
治療センター

福井県立病院
京都府立医科大学附属病院
大阪重粒子線センター

医療法人伯鳳会　大阪陽子線クリニック

社会医療法人財団慈泉会　相澤病院

九州国際重粒子線
がん治療センター

北海道大学病院

社会医療法人禎心会　
札幌禎心会病院

社会医療法人孝仁会　
札幌孝仁会記念病院

陽子線 　重粒子線

通院給付特約（無解約返戻金型）（１８） 通院給付金
※ガン治療通院給付特約（無解約返戻金型）を付加されているご契約には付加できません。

主契約の入院給付金日額：5,000円の場合ご契約例

退院後、約款所定の通院による治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。

退院後の通院治療を保障 往診・訪問診療等も保障

×5,000円 受療日数 支払対象期間内の
お支払事由に該当した日数

１回の入院につき30日（通算1,095日）支払限度

病気やケガで主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日から
その日を含めて180日以内の期間（支払対象期間）中に、入院の原因となった病気やケガの
治療を目的として通院をされたとき、通院給付金をお受け取りいただけます。

退院後の通院患者数は増加しています

通院給付金のお受け取りイメージ

▶退院後の通院患者数の推移

厚生労働省「平成8年・14年・20年・26年・令和2年 患者調査」

120
100
80
60
40
20
0

（万人）

2002年

約89万人

1996年 2008年 2014年

約104万人

2020年

支払対象期間入院入院前の通院は
お支払対象外 お支払対象外

▲
通院

▲
入院

▲
退院

▲
通院

▲
通院

▲
通院

1回の入院につき30日までの通院を保障

退院日の翌日からその日を含めて180日以内

約98万人約94万人 約107万人

※患者調査の「退院後の行き先」に関する質問において、「当院に通院」、「他の病院・診療所
に通院」と回答された数を集計。
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三大疾病にしっかり備えるオプション

▶心疾患注の総患者数の内訳 ▶脳血管疾患の総患者数の内訳

狭心症
28.0%

冠動脈硬化症 
0.3%

陳旧性心筋梗塞 7.2%

その他の虚血性心疾患 
3.9%

心不全
18.0%

その他の心疾患 
1.2%

心筋症 2.4%

慢性非リウマチ性
心内膜疾患 4.4%

慢性リウマチ性心疾患 
0.6%

注 高血圧性のものを除く

不整脈及び
伝導障害
31.5%

脳卒中（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血）が
83.7%を占める

不整脈及び伝導障害、狭心症、心不全が
77.5%を占める

急性心筋梗塞 
2.5%

その他の脳血管疾患 16.2%

脳梗塞
68.6%

脳内出血
11.5%

脳動脈硬化（症）
0.1%

くも膜下出血
3.5%

対象となる三大疾病の範囲

▶診断時における上皮内ガンの割合
65.5%

36.3%
12.0% 12.0%

子宮頸部 膀胱 大腸 乳房

心疾患・脳血管疾患の総患者数の内訳

ガン

上皮
基底膜

上皮内ガン

厚生労働省健康局がん・疾病対策課
「平成31年（令和元年）全国がん登録 罹患数・率 報告」

厚生労働省「令和2年 患者調査」 厚生労働省「令和2年 患者調査」

上皮内ガンとは、ガン細胞が「上皮」と呼ばれる組織の内側にとどまっているガンのことをいいます。
※部位によって上皮内ガンの定義は異なります。

注 「高血圧性心疾患」は含まれません。

●胃ガン
●乳ガン
●肺ガン
●子宮ガン
●白血病　　等

●脳卒中
（くも膜下出血・脳梗塞・脳内出血）
●脳動脈瘤　　　
●高血圧性脳症
●一過性脳虚血発作　　　　  等

ガン（上皮内ガンを含む） 脳血管疾患心疾患注

●急性心筋梗塞
●慢性リウマチ性心疾患
●慢性虚血性心疾患
●心筋症　 ●不整脈　 ●心不全
●狭心症　 ●肺循環疾患　　　 等

例

80％
60％
40％
20％
0％

上皮内ガンとは

三大疾病入院一時給付特約（無解約返戻金型）（１８）三大疾病入院一時給付金

ガン（上皮内ガンを含む）・心疾患注・脳血管疾患で入院されたとき、
およびその後１年以上経過してそれらの病気で入院されたとき、お受け取りいただけます。

1年に1回を限度に
何度でも保障 再発・転移も保障 上皮内ガンも

同額保障

保険料払込免除特約（22）
ガン給付責任開始期以後に初めてガン（上皮内ガンを含む）と診断確定されたとき、
心疾患注・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料の
お払込みは不要になります。

注 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。

もしものとき、保険料のお払込みは不要になります

入院日数・手術の有無は問いません 上皮内ガンも保障

●ガン給付責任開始期以後に初めてガン（上皮内ガンを含む）と診断確定
●心疾患注・脳血管疾患で入院

●責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日（91日目）をガン給付責任開始日として三大疾病入院一時給付特約（無解約
返戻金型）（１８）のガンに関する保障を開始します。
●三大疾病入院一時給付金が支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて１年を経過した日の翌日に三大疾病に
より継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。

三大疾病入院一時給付金額：50万円の場合ご契約例

一時金として 50万円

●責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日（91日目）をガン給付責任開始日として保険料払込免除特約（22）の
ガンに関する保障を開始します。

注 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。

保険料のお払込み
以後の保険料のお払込みは
不要になりますが、保障は継続します。

ご契約
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オプション ガンにより一時的にかかる費用・ 通院治療にしっかり備える
ガン診断給付金ガン診断給付特約（無解約返戻金型）（18）

ガン治療通院給付金ガン治療通院給付特約（無解約返戻金型）
※通院給付特約（無解約返戻金型）(18)を付加されているご契約には付加できません。

注 最終の支払対象期間が満了した日の翌日にガンで継続入院中の場合、その日に入院を開始したものとみなします。

ガン給付責任開始期以後に初めてガン（上皮内ガンを含む）と診断確定されたとき、および
その後1年以上経過してガンにより入院されたとき（再発・転移を含む）、お受け取りいただけます。

×5,000円 通院日数

・ガンが再発したと診断確定されたとき
・ガンが他の臓器に転移したと診断確定されたとき

・ガンが新たに生じたと診断確定されたとき
・ガンの治療を目的として入院されたとき注

1年に1回を限度に
何度でも保障 再発・転移も保障 上皮内ガンも

同額保障

1 ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定された日からその日を含めて５年間
2 最終の支払対象期間が満了した日の翌日以後に次のいずれかに該当された日からその日を含めて５年間

次の期間（支払対象期間）中の通院が対象となります。

ガン（上皮内ガンを含む）の治療を目的として支払対象期間中に通院されたとき
お受け取りいただけます。

入院の有無を
問わず保障

さまざまな
治療方法が対象

支払対象期間中は
何日でも保障

往診・訪問診療等
も保障

●責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日（91日目）をガン給付責任開始日としてガン診断給付特約（無解約返戻金型）
（18）のガンに関する保障を開始します。
●ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガン
により継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。

ガン診断給付金額：50万円の場合ご契約例

一時金として 50万円

ガン治療通院給付金日額：5,000円の場合ご契約例

●責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日（91日目）をガン給付責任開始日としてガン治療通院給付特約（無解約
返戻金型）のガンに関する保障を開始します。
●検査や経過観察のための通院、美容上の処置による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院、ガンの治療に
伴い生じた合併症の治療のための通院等は、ガン治療通院給付金のお支払対象外です。

ガンの治療として一般的な、手術・放射線治療・抗ガン剤（点滴・注射のほか経口投与によるものを含みます）治療をはじめとして、
ホルモン剤を用いたホルモン療法・免疫療法・緩和療法等で通院された場合も保障します。

お支払対象外

▲
再発・転移・

新たなガンの発生・入院

5年間は、ガンの治療を目的とした通院で
あれば何日でも保障します。

支払対象期間満了後は
お支払対象外です

支払対象期間（5年間）

▲
ガンと
診断確定

▲
再発・転移・

新たなガンの発生・入院

通院 通院

支払対象期間（5年間）

▲
ガンと
診断確定

▲
支払対象
期間満了

▲
支払対象
期間満了

▲
支払対象
期間満了

通院
支払対象期間（5年間）
通院 通院

厚生労働省
「令和2年 患者調査」

▶がん（悪性新生物）の
　外来受療率、
　入院受療率の推移
（人口10万対）

支払対象期間中に再発・転移・新たなガンが発生し、ガンの治療を目的とした通院をされた場合でも保障します（検査や
経過観察のための通院は除きます）。

1

2
5年間は、ガンの治療を目的とした通院で
あれば何日でも保障します。

支払対象期間が満了した日の翌日以後に、再発等
をした際には、再度、5年間が設定されます。

ガン治療通院給付金のお受け取りイメージ

通院によるガン治療の割合が24年で約1.4倍に増えています

ガンと診断確定された場合、治療費に加え、治療費以外の費用、
再発・転移による入院や通院にも備えがあると安心です

※再発率は術式（どのような手術、処置をしたか）などにより、大きく
異なっています。
新日本保険新聞社「2023年6月版 こんなにかかる医療費」

▶治療費以外の費用（例）

セカンドオピニオン取得のための費用

かつら（ウィッグ）、眉、まつげのケアのため
の費用

再発の予防のための定期検査費用

胃がんⅡB期術後5年以内 15％
肺がんⅡA・B期術後５年以内
（非小細胞がん、根治手術可） 10～12％
大腸がんⅡ期術後5年以内 8～10％
子宮頸がんⅡ期術後5年以内 15％

▶がんの再発率

（人）

150
140
130
120
110
100
90
0

1996年 2002年 2008年 2020年2014年

約89人

約144人

約102人

約135人

約109人

約94人
約111人

約123人

約107人

約101人

通院
（外来）
通院
（外来）

入院
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オプション 抗ガン剤治療にしっかり備える
抗ガン剤治療給付金抗ガン剤治療給付特約（無解約返戻金型）（１８）

×10万円 お支払事由に該当する月注1の月数

ガン（上皮内ガンを含む）の治療を目的として、
抗ガン剤治療を受けられた月ごとにお受け取りいただけます。

点滴・注射・経口投与等による
抗ガン剤治療を保障

ガンの治療を目的とした
ホルモン療法も対象

抗ガン剤治療給付金月額：10万円の場合ご契約例

注2 「抗ガン剤」とは、抗ガン剤治療を受けた時点において、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、以下に分類される薬剤を
いいます。

注3 先進医療・患者申出療養とは、約款別表の法律にもとづき、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養をいい、医療技術ごとに医療機関・
適応症等が限定されています。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

L01.抗悪性腫瘍薬　　L02.内分泌療法（ホルモン療法）　　L03.免疫賦活薬　　L04.免疫抑制薬　　V10.治療用放射性医薬品

●責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日（91日目）をガン給付責任開始日として抗ガン剤治療給付特約（無解約返戻
金型）（18）のガンに関する保障を開始します。
●同一の月に２回以上抗ガン剤治療をされた場合は、その月の最初に受けた抗ガン剤治療がお支払対象となります。

注1 お支払事由に該当する月は、次のいずれかを含む月をいいます。
① 注射による投与が医師＊により行われた場合：医師＊によりその抗ガン剤が投与された日
② 経口による投与が行われた場合：医師が作成した処方せんにもとづくその抗ガン剤の投薬期間に属する日のうち、その抗ガン剤を投与すべきと
される日（ただし、被保険者が生存している日に限ります）

③ ①②に該当しない場合：医師がその抗ガン剤を処方した日
＊看護師など医師の医療行為を補助する業務に従事する者を含みます。

次の1～3のすべてに該当する抗ガン剤注2治療が対象となります。

1 ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする抗ガン剤治療
2 ガンの治療を目的とした抗ガン剤治療
3 次のいずれかに該当する抗ガン剤治療

・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、約款所定の抗ガン剤に
かかる薬剤料または処方せん料が算定される治療

・約款所定の先進医療注3による療養
・約款所定の患者申出療養注3による療養
・上記以外に、ガンを適応症として厚生労働大臣により承認されている約款所定の抗ガン剤を用いた治療

通算１２０月（同一の月に1回の支払限度）支払限度

●点滴、注射、または飲み薬として服用することで体内に入り、血液中を流れて全身に広がり、局所だけでなく全身に
効能が及ぶ全身療法です。
●複数の薬を組み合わせて併用する多剤併用療法が一般的です。
　多剤併用療法とは、それぞれの薬の効能の相乗効果を狙うとともに、副作用を減らすことを目的としています。
●手術や放射線療法の前にできるだけガンを小さくすることを目的として抗ガン剤を用いることもあります。

※上記はあくまで事例であり、状況により治療方法・治療期間・費用等は異なります。
セールス手帖社保険FPS研究所「2022年5月版 がん患者が教えてくれた本当のところ がんとお金の真実」をもとに三井住友海上あいおい生命作成

胃ガン（男性） 胃ガンにかかり抗ガン剤治療を受けたケース

自覚症状があり内視鏡検査を受けたところ、
病変（ガン）が見つかり、そのまま内視鏡的粘膜切除術を受ける

3か月後に、定期検査で再発が見つかり、
５日間入院して内視鏡治療を受ける

術後薬物療法（抗ガン剤治療）を６か月間受ける

3か月に１回の定期検査（血液検査、内視鏡検査等）のため通院した

抗ガン剤治療に
かかった費用

自己負担3割：約20万円
※１か月間にかかった医療費の自己負担額
が自己負担限度額をこえる月がなかった
ため、高額療養費制度の適用なし

抗ガン剤治療の例

抗ガン剤治療とは

できるだけガンを小さくし、手術での切除箇所を
最小限にします。

術前化学療法

ガン ガン 手術抗ガン剤

術後の目に見えないガン細胞を攻撃し、再発や
転移を予防します。

術後化学療法

手術

再発・転移予防
抗ガン剤

ガンの主な治療方法としては、「手術」・「放射線治療」・「化学療法」の３つがあります。抗ガン剤治療は化学療法の1つです。

体から「ガン」を
切除する

「ガン」を放射線に
よって破壊する

薬剤（抗ガン剤）等
を使って治療する

ガンの主な治療方法

手術 放射線治療 化学療法

●患者申出療養とは、「保険外併用療養費制度」として未承認薬等を迅速に使用したいという患者の方からの申出を
受けて、安全性・有効性等を確認したうえで、できる限り身近な医療機関で受けられるようにするための制度です。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

患者申出療養とはTOPICS
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オプション ガンや女性特有の病気、女性に 多い病気による入院・手術等にしっかり備える

※現在妊娠中の場合、妊娠や出産の状況等によりご契約時に特別な条件付きでお引受けする場合があります。また、ご契約自体をお引受け
できない場合があります。

▶帝王切開で出産するケース

厚生労働省「令和２年 医療施設（静態・動態）調査・病院報告の概況」をもとに三井住友海上あいおい生命試算

21.6%

病気の種類

ガン

特定の良性新生物

女性特有の病気

女性に多い病気

妊娠、出産にまつわる症状

胃ガン、乳ガン、子宮ガン、肺ガン、大腸ガン、白血病、上皮内ガン 等

鉄欠乏性貧血、低血圧症、膀胱炎、甲状腺障害（バセドウ病等）、リウマチ、胆石症、
胆のう炎、くも膜下出血 等

乳房・子宮・卵巣・尿管・膀胱・尿道等の腫瘍（良性新生物）、子宮筋腫 等

卵巣機能障害、子宮内膜症 等

早流産、子宮外妊娠、妊娠高血圧症候群、帝王切開、鉗子分娩、吸引分娩 等

※女性特有のガンに限りません。

分類項目

※正常分娩、美容整形上の手術は、対象とはなりません。

女性疾病給付特約（無解約返戻金型）（18）の保障の対象となる女性疾病（「ガン」「女性特有の病気」「女性に多い病気」）には
以下のようなものがあります。

「ガン」「女性特有の病気」「女性に多い病気」とは

出産をする女性の約5人に1人が帝王切開で
出産しています。
子宮筋腫が見つかって帝王切開になることや、
母体や胎児の状況によって緊急帝王切開が
必要になることもあります。

約5人に1人

出産のときに手術が必要になることもあります

▶年齢別に見た主な「女性特有の病気」「女性に多い病気」の患者数

厚生労働省「令和2年 患者調査」

乳ガン※

子宮筋腫
子宮ガン

卵巣の良性新生物

「女性特有の病気」「女性に多い病気」は
年齢に関係なくかかる可能性があります

女性疾病給付特約（無解約返戻金型）（18）

女性疾病入院給付金日額：5,000円の場合ご契約例

以下の1～4のいずれかの手術を受けられたとき

約款所定の女性疾病で入院されたとき

約款所定の女性疾病で主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられたとき

約款所定の女性疾病で、主契約の放射線治療給付金のお支払事由に該当する放射線
治療を受けられたとき

女性疾病入院給付金
入院

入院中

主契約に初期入院１０日給付特則を
付加しない場合

５，０００円 × 入院日数
（女性疾病入院給付金日額×入院日数）

入院6日目以降

入院5日目まで

一律 ２．５万円
（女性疾病入院給付金日額の5日分）

１回につき 5万円
（女性疾病入院給付金日額の10倍）

１回につき 5万円 （支払限度：60日に1回）
（女性疾病入院給付金日額の10倍）

１回につき 15万円
（女性疾病入院給付金日額の30倍）

１回につき 2.5万円
（女性疾病入院給付金日額の5倍）

主契約に初期入院１０日給付特則を
付加した場合

５，０００円 × 入院日数
（女性疾病入院給付金日額×入院日数）

入院11日目以降

入院10日目まで

一律 ５万円
（女性疾病入院給付金日額の10日分）

外来

1 乳ガン（上皮内ガンを含む）による乳房の観血切除術 3 子宮摘出術
2 1の切除術を受けた乳房の乳房再建術 4 卵巣摘出術

●「1回の入院」の支払限度日数は、主契約の支払限度日数と同一です。ただし、主契約に八大疾病入院
無制限給付特則を付加している場合、約款所定のガン・慢性リウマチ性心疾患・くも膜下出血・腎疾患の
治療を直接の原因として入院されたときは無制限となります。
●「通算」の支払限度日数は、無制限です。

注1 同一の日に女性疾病手術給付金のお支払事由に該当する手術と女性特定手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられた場合で、
女性特定手術給付金をお支払いするときは、その日に受けられた手術に対しては女性疾病手術給付金はお支払いできません。

注2 乳房の観血切除術による女性特定手術給付金は、約款所定の女性疾病で主契約の手術給付金のお支払事由に該当する診療行為を受けられた
ときにお受け取りいただけます。また、子宮摘出術・卵巣摘出術による女性特定手術給付金は、病気やケガで主契約の手術給付金のお支払
事由に該当する手術を受けられたときにお受け取りいただけます。

注3 女性特定手術給付金は保険期間を通じて、「約款所定の乳房の観血切除術・乳房再建術および卵巣摘出術を受けられた場合は、各乳房・
各卵巣につき1回」「約款所定の子宮摘出術を受けられた場合は1回」のお支払いを限度とします。

女性特有のガンに
限らず保障

手術・放射線治療も
保障

女性特有の特定手術を
手厚く保障

女性疾病手術給付金
手術

注1

女性特定手術給付金
特定手術

注2、注3

女性疾病放射線治療
給付金

放射線治療

※女性疾病給付特約（無解約返戻金型）（１８）は
　被保険者が女性の場合に付加できます。

「ガン（上皮内ガンを含む）」「女性特有の病気」「女性に多い病気」により
入院されたとき、手術・放射線治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。

女性疾病入院給付金
の支払限度日数

250

200

150

100

50

0

（千人）

10歳代 20歳代 40歳代30歳代 60歳代 70歳代 90歳代80歳代50歳代

※女性患者数のみ掲載しています。
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Q＆A

保障されない期間（90日間）

上記①の保障

例

胃かいようで2日間入院後、肺炎で13日間入院した場合（合計15日入院した場合）
＜初期入院10日給付特則を付加しない場合で、入院一時給付特約（無解約返戻金型）（２２）を付加する場合＞

胃かいようで2日間入院し、5日分の疾病入院給付金と入院一時給付金を受け取った。その後、退院から100日後
に肺炎で13日間入院されたとき
継続した1回の入院とみなされ、すでに1回目の入院において5日分をお支払いしているため、2回目の入院の
疾病入院給付金は10日分をお支払いします。入院一時給付金は1回の入院につき1回を限度としているため、
お支払いできません。

2日間入院

疾病入院
給付金

入院一時
給付金

疾病入院
給付金

入院一時
給付金

入院一時給付金
お支払い

入院一時給付金は
お支払いできません

13日間入院
胃かいようで入院 退院 肺炎で入院 退院

100日間経過

継続した1回の入院

継
続
し
た
１
回
の
入
院
の
場
合

胃かいようで2日間入院し、5日分の疾病入院給付金と入院一時給付金を受け取った。その後、退院から200日後
に肺炎で13日間入院されたとき
2回目の入院は新たな入院とみなされるので、疾病入院給付金は13日分をお支払いします。加えて、入院一時
給付金をお支払いします。

2日間入院 13日間入院
胃かいようで入院 退院 肺炎で入院 退院

200日間経過

入院① 入院②

5日分お支払い 10日分お支払い

入院一時給付金
お支払い

入院一時給付金
お支払い

5日分お支払い 13日分お支払い

新
た
な
入
院
の
場
合

▶入院の原因を問わず、災害入院給付金・疾病入院給付金それぞれのお支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、
それぞれ継続した1回の入院とみなします。
ただし、災害入院給付金・疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して
開始した入院については、それぞれ新たな入院とみなします。

Q 1「1回の入院」とは？

A 退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。

保障の開始イメージ

▲
責任開始期

▲
ガン給付責任開始期
（９１日目）

上記②の保障

▶①三井住友海上あいおい生命がご契約の「お申込みを受けた時」「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を
開始します。この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

▶②次の特約のガンに関する保障の開始（ガン給付責任開始期）は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の
翌日（91日目）からとなります。

　　●三大疾病入院一時給付特約（無解約返戻金型）（18）
　　●保険料払込免除特約（２２）
　　●ガン診断給付特約（無解約返戻金型）（18）
　　●ガン治療通院給付特約（無解約返戻金型）
　　●抗ガン剤治療給付特約（無解約返戻金型）（18）

▶終身払：保険料を終身にわたってお払込みいただきます。毎回の保険料負担を抑えたい方におすすめです。
有期払：一定期間で保険料の払込みが満了します。一定期間のうちに一生分の保険料を払い終えたい方におすすめです。

一般的に、保険料払込期間の長いご契約に比べ短いご契約の方が、払込保険料の合計額は少なくなります。
ただし、ご契約内容によっては、保険料払込期間の短いご契約の方が、払込保険料の合計額が多くなる場合があります。

Q 3「終身払」と「有期払」との違いについて教えてください。

A 保険料払込期間（終身払と有期払）の違いは、以下のとおりです。

Q 2 いつから保障が始まるか教えてください。

A ご契約の「お申込みを受けた時」「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を
開始します。ただし、特約によってはご契約後一定期間を経過した後に保障が開始します。
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Q＆A
Q 4「高額療養費制度」とは？

A 同じ月に、医療機関等で支払った医療費（自己負担分）が高額になった場合、自己負担が
軽くなるよう限度額が設けられています。自己負担の限度額は、年齢・年収・医療費総額等
によって異なります。

▶69歳以下の場合

▶70歳以上の場合

❶
❷
●❸
❹
❺

年収約1,160万円～
年収約770万円～約1,160万円
年収約370万円～約770万円

～年収約370万円
住民税非課税者

57,600円
35,400円

57,600円

15,000円

24,600円
8,000円

252,600円＋（医療費－842,000円）×1%
167,400円＋（医療費－558,000円）×1%
80,100円＋（医療費－267,000円）×1%

140,100円
93,000円
44,400円
44,400円
24,600円

適用区分 ひと月の上限額（世帯ごと） 　多数回該当の場合注2
（4回目からの自己負担限度額）

年収約1,160万円～
年収約770万円～約1,160万円
年収約370万円～約770万円

年収156万円～約370万円

Ⅱ 住民税非課税世帯
Ⅰ 住民税非課税世帯

（年金収入80万円以下など）

18,000円
（年間上限144,000円）

252,600円＋（医療費－842,000円）×１%
167,400円＋（医療費－558,000円）×１%
80,100円＋（医療費－267,000円）×１%

140,100円
93,000円
44,400円

44,400円

－

－

適用区分

現
役
並
み

一般

住
民
税

非
課
税
等

ひと月の上限額（世帯ごと）
外来（個人ごと）

　多数回該当の場合注2
（4回目からの自己負担限度額）

注1 １つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます。）では上限額を超えない場合でも、同じ月の別の医療機関等での自己負担（69歳以下
の場合は21,000円以上であることが必要です。）を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となりま
す。また、同じ公的医療保険に加入している場合は、世帯で合算することができます。

注2 高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間（直近12か月）で3か月以上あったときは、4か月目（4回目）からの自己負担限度額がさらに
軽減されます。

※適用区分の年収は目安です。
※詳細は、加入されている公的医療保険の各照会窓口にお問い合わせください。
※2023年10月現在の公的制度に基づいて記載しています。

高額療養費制度から支給 212,570円

自己負担額 87,430円

公的医療保険が
負担

1か月の医療費総額100万円

窓口負担3割
（30万円）

自己負担額は 87,430円

40代の方
（適用区分●❸の場合）

1か月で100万円の医療費が
　かかった場合注1

例

1か月あたりの医療費注1の自己負担限度額
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注3 口座振替請求データ作成日は毎月１０日頃
注4 ご契約成立後、口座振替の開始時期等のご案内をご契約者さま宛に直接送付します。

▶契約日の属する月の口座振替請求データ作成日注3までにご契約が成立した場合、契約日の属する月に第１回保険料を口座
振替させていただきます。

口座振替の標準スケジュール（月払の場合）

▶契約日の属する月の口座振替請求データ作成日注3までにご契約が成立しない場合、契約日の属する月の翌月に第１回・第２回
保険料をまとめて口座振替させていただきます。

ご契約の成立が遅れた場合（月払の場合）

申込書受領・告知
（責任開始）

10日 10日27日 27日契約日

第１回保険料払込期間

書類到着 成立

口座振替請求
データ作成日注3

口座振替請求
データ作成日注3

第１回保険料
口座振替

第2回保険料
口座振替

第１回保険料払込猶予期間

第２回保険料払込期月 第２回保険料払込猶予期間

4月（申込月） 5月 6月 7月

保険料
口座振替開始
のお知らせ注4

申込書受領・告知
（責任開始）

10日 10日27日 27日契約日

第１回保険料払込期間

書類到着 成立

口座振替請求
データ作成日注3

口座振替請求
データ作成日注3

第１回・第2回
保険料口座振替

第１回保険料払込猶予期間

第２回保険料払込期月 第２回保険料払込猶予期間

4月（申込月） 5月 6月 7月

保険料
口座振替開始
のお知らせ注4

Q 5 第1回保険料が口座振替の場合、いつ第1回保険料が引き落とされますか？

A ご契約の成立時期等によって異なります。

▶お払込みいただく保険料（前納保険料）は、三井住友海上あいおい生命所定の利率で割り引きます。（契約日・前納期間・
お払込日等により割引率等の条件は異なります）

▶前納保険料は三井住友海上あいおい生命所定の利率で積み立てられ、毎年の契約応当日にその年の保険料に充当します。

▶ご契約が途中で消滅等（死亡・解約等）した場合、前納保険料に残額があれば払い戻します。

▶前納保険料は原則、お申込時にお払込みいただきます。お払込みが責任開始日（三井住友海上あいおい生命の生命保険
募集人がご契約の「お申込みを受けた時」、または「告知の時」のいずれか遅い時）の翌日起算で15日を超える場合、前納の
取り扱いはできません。

Q 6 保険料をまとめて払い込むことはできますか？

A 保険料払込期間満了まで毎年お払込みいただく保険料を、ご契約時にまとめてお払込み
いただくことができます。



（Ｍ）
みつける

相談サービス（満点生活応援団、介護すこやかデスク）

（S）
ささえる

（A）
あなたをまもる

༧ɾૣ ݟൃظ อো ॏԽɾൃ࠶༧

※「ブライトメディカル」は「医療保険（無解約返戻金型）（２２） 無配当」の販売名称です。
※「MSAケア」は、三井住友海上あいおい生命の保険商品の保障の一部ではありません。
※サービスの内容は2024年3月現在のものであり、予告なく変更・中止・終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
　また、各サービスは三井住友海上あいおい生命が提携する企業が提供するサービスです。
※サービスの詳細や留意事項については三井住友海上あいおい生命オフィシャルホームページからご確認いただけます。
※お客さまに親しみをもってご利用いただくため、（M)三井（S)住友海上（Ａ）あいおい生命の略称を用い、サービスのブランド名を「MSAケア」としました。

ブライトメディカル+MSAケア

病気の予防・早期発見から健康に関するご相談、重症化・再発予防など、健康をトータルで
サポートすることを目指す三井住友海上あいおい生命のヘルスケアサービスの総称です。

ＭＳＡケアとは？

お客さまの健康をトータルでサポートしていきます （MSAケアサービスコンセプト）

「ブライトメディカル」にご加入されたお客さまの場合

ガンのリスク検査注1で早期発見をサポート

スマートフォン等を用いた健康チェック

ご自宅で簡単にできるガン検査
を優待価格で提供しています。
定期的なリスク検査により、早
期発見をサポートします。注2

入院・手術だけでなく、まとまった一時金を
お受け取りいただけますので、治療費以外
にも生活資金や教育資金などにも幅広く
活用いただけます。注2
（オプション（特約）を付加した場合）

入院・手術だけでなく、診断・通院・抗ガン剤治療等の各段
階にあわせて保障します。注2

もしも、ガンにかかってしまったら・・・

もしも、心疾患・脳血管疾患で
入院してしまったら・・・

（オプション（特約）を付加した場合）

上皮内ガンも対象

注1 ガンのリスク検査は、検査時のガンのリスクを調べるもので、医師によりガンを診断する検査ではありません。そのため、検査で「ガンの
リスクが検出されなかった方」でもガンに罹患していないと保証されるものではありません。また、検査で「ガンのリスクが高いと判定
された方」でも、必ずしもガンに罹患していることを示すものではありません。

注2 MSAケアで提供するサービスの検査結果だけでは三井住友海上あいおい生命の給付金等のお支払事由には該当しません。

පؾʹͳΔલ පؾʹͳͬたͱ͖

පؾʹͳΔલ පؾʹͳͬたޙ

༗ྉ

පؾʹͳͬたͱ͖
༗ྉແྉ

病気になる前 病気になったとき 病気になった後

MSAケアの
最新のライン
ナップはこちら

ブライトメディカル

ブライトメディカル

ブライトメディカル ＜生活習慣の改善支援＞
高血圧症や糖尿病、脂質
異常症の治療中の方の重
症化予防を目的に、お客
さま一人ひとりにあった
生活習慣改善のための
2か月間のプログラムを
ご提供します。

健康診断結果によるリスク
測定でご自身の健康状態
を確認いただけます。
生活習慣を見直すきっかけ
としていただくことで健康
な習慣づくりにお役立てい
ただけます。

たとえば、こんなふうに役立ちます
例1

例2

人生100年時代の新しいカタチ

健康をトータルでサポート ＭＳＡケアはじめます

すこやかな未来を保険でつくる。

一人でも多くのお客さまの「笑顔で長生き」を応援し、

「すこやかな未来」を育むために、医療保険はどうあるべきか。

三井住友海上あいおい生命の答えは、

従来のもしもの保障を医療の現状を踏まえて充実させることに加え、

病気になる前と後のサポートまでを“ひとつながり”でお届けすることでした。

私たちは、今の時代に寄り添った保障と

先進的なヘルスケアサービス「MSAケア」を組み合わせて、

皆さまのすこやかな未来づくりをサポートします。

一人でも多くのお客さまの「笑顔で長生き」を応援し、

「すこやかな未来」を育むために、医療保険はどうあるべきか。

三井住友海上あいおい生命の答えは、

従来のもしもの保障を医療の現状を踏まえて充実させることに加え、

病気になる前と後のサポートまでを“ひとつながり”でお届けすることでした。

私たちは、今の時代に寄り添った保障と

先進的なヘルスケアサービス「MSAケア」を組み合わせて、

皆さまのすこやかな未来づくりをサポートします。

https://www.msa-life.co.jp/lineup/msacare/
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ご
契
約
年
齢（
歳
）

主契約

特約

入院給付金
日額
5,000円

先進医療特約 通院給付特約
（１８）

三大疾病入院
一時給付特約
（１８）

ガン治療通院
給付特約

ガン診断
給付特約
（１８）

抗ガン剤治療
給付特約
（１８）

約款所定の
給付額

主契約の入院
給付金日額
5,000円

ガン治療通院
給付金日額
5,000円

ガン診断
給付金額
50万円

抗ガン剤治療
給付金月額
10万円

三大疾病入院
一時給付金額
50万円

入院一時
給付特約
（22）

入院一時
給付金額
10万円

（単位：円）

ご
契
約
年
齢（
歳
）

主契約

特約

入院給付金
日額
5,000円

先進医療特約 通院給付特約
（１８）

三大疾病入院
一時給付特約
（１８）

ガン治療通院
給付特約

ガン診断
給付特約
（１８）

抗ガン剤治療
給付特約
（１８）

約款所定の
給付額

主契約の入院
給付金日額
5,000円

ガン治療通院
給付金日額
5,000円

ガン診断
給付金額
50万円

抗ガン剤治療
給付金月額
10万円

三大疾病入院
一時給付金額
50万円

入院一時
給付特約
（22）

入院一時
給付金額
10万円

（単位：円）

ご契約は主契約と特約の合計保険料が1,500円以上からお取扱いします。 ◆ご契約年齢とは、ご契約日における被保険者の年齢（満年齢）です。（例）24歳 7か月の被保険者の契約年齢は24歳となります。 ◆上記以外のご契約条件での保険料は、三井住友海上あいおい生命の代理店・社員までお問い合わせください。

男性：入院給付金日額5,000円
保険料表

保険料払込免除特約（22） なし 保険料払込免除特約（22） あり
※このページの特約名称は 「（無解約返戻金型）」を省略して掲載しています。（保険料払込免除特約（２２）を除く）　※通院給付特約（18）とガン治療通院給付特約は同時に付加できません。

■保険料払込方法：月払（口座振替扱・クレジットカード扱） 　■保険期間・保険料払込期間：終身　■支払限度の型：30日型　■手術給付金の型：手術Ⅱ型　■初期入院10日給付特則付　■八大疾病入院無制限給付特則付

ブライトメディカル
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主契約

特約

入院給付金
日額
5,000円

先進医療
特約

通院給付
特約
（１８）

三大疾病
入院一時
給付特約
（１８）

ガン
治療通院
給付特約

ガン診断
給付特約
（１８）

女性疾病
給付特約
（１８）

抗ガン剤
治療
給付特約
（１８）

約款所定の
給付額

主契約の
入院給付金
日額
5,000円

ガン
治療通院
給付金日額
5,000円

ガン診断
給付金額
50万円

抗ガン剤
治療

給付金月額
10万円

三大疾病
入院一時
給付金額
50万円

女性疾病
入院給付金
日額
5,000円

入院一時
給付特約
（22）

入院一時
給付金額
10万円

（単位：円） （単位：円）女性：入院給付金日額5,000円
保険料表

保険料払込免除特約（22） なし 保険料払込免除特約（22） あり

ご契約は主契約と特約の合計保険料が1,500円以上からお取扱いします。 ◆ご契約年齢とは、ご契約日における被保険者の年齢（満年齢）です。（例）24歳 7か月の被保険者の契約年齢は24歳となります。 ◆上記以外のご契約条件での保険料は、三井住友海上あいおい生命の代理店・社員までお問い合わせください。

※このページの特約名称は 「（無解約返戻金型）」を省略して掲載しています。（保険料払込免除特約（２２）を除く）　※通院給付特約（18）とガン治療通院給付特約は同時に付加できません。
■保険料払込方法：月払（口座振替扱・クレジットカード扱） 　■保険期間・保険料払込期間：終身　■支払限度の型：30日型　■手術給付金の型：手術Ⅱ型　■初期入院10日給付特則付　■八大疾病入院無制限給付特則付

ご
契
約
年
齢（
歳
）

主契約

特約

入院給付金
日額
5,000円

先進医療
特約

通院給付
特約
（１８）

三大疾病
入院一時
給付特約
（１８）

ガン
治療通院
給付特約

ガン診断
給付特約
（１８）

女性疾病
給付特約
（１８）

抗ガン剤
治療
給付特約
（１８）

約款所定の
給付額

主契約の
入院給付金
日額
5,000円

ガン
治療通院
給付金日額
5,000円

ガン診断
給付金額
50万円

抗ガン剤
治療

給付金月額
10万円

三大疾病
入院一時
給付金額
50万円

女性疾病
入院給付金
日額
5,000円

入院一時
給付特約
（22）

入院一時
給付金額
10万円

ご
契
約
年
齢（
歳
）

ブライトメディカル
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契約概要重要事項説明
必ずお読みください

● この  契約概要 は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載して
います。ご契約前に  注意喚起情報 とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込み
ください。
●  お支払事由や給付に際してのご留意点は、概要や代表事例を示しています。
　 お支払事由や給付に際してのご留意点等の詳細、主な保険用語の説明等については　　　　　　　　　　　　に
記載しておりますので必ずご確認ください。

病気やケガによる約款所定の入院・手術等を一生涯にわたり保障します。

特ɹ徴�

ʢओܖ約ʣの͘͠Έ�

災害入院給付金

疾病入院給付金

手術給付金
保障は一生涯
続きます

放射線治療給付金

集中治療給付金

保険期間：終身
保険料払込期間：終身払注

ご契約

この保険商品はӈ記の保障を希望される
お客さまにおすすめする商品です。 注  特約を付加した場合の保障です。

病気・ケガの保障 ガンなど三大疾病の保障 注主な保障内容

給付金 お支払いできる場合（お支払事由） お支払額

災害入院給付金

疾病入院給付金

不慮の事故によるケガで、その事故の日からその日
を含めて1�0日以内に1日以上入院されたとき

病気で1日以上入院されたとき

　入院5日以内
　　入院給付金日額の5倍
　入院6日以上
　　入院給付金日額×入院日数
〈初期入院10日給付特則を付加した場合〉
　入院10日以内
　　入院給付金日額の10倍
　入院11日以上
　　入院給付金日額×入院日数

手術給付金

病気やケガで次のいずれかの手術を受けられたとき
●公的医療保険制度における医Պ診療報ु点数දに、手

術料の算定対としてྻڍされている手術
●約款所定の先ਐ医療に該当する手術

1回につき
入院中の手術
　〈手術Ⅰ型〉
　入院給付金日額の10倍

　〈手術Ⅱ型〉
　入院給付金日額の20倍

外来での手術
　〈手術Ⅰ・Ⅱ型〉
　入院給付金日額の5倍

放射線治療給付金

病気やケガで次のいずれかの์ࣹઢ治療を受けられたとき
●公的医療保険制度における医Պ診療報ु点数දに、์

ࣹઢ治療料の算定対としてྻڍされている์ࣹઢ治療
●約款所定の先ਐ医療に該当する์ࣹઢ照ࣹまたはԹ療法

1回につき
入院給付金日額の10倍

集中治療給付金 入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院ࡂ
中に約款所定の集中治療 （ࣨ*$U）管理を受けられたとき

1回につき
入院給付金日額の20倍

ओܖ約のอো༰ɿ�おࢧいͰ͖Δ߹ͱڅʹͯ͠ࡍの͝ཹҙ�

※ 被保険者が死亡されたとき、ओ契約の解約返戻金と同額を死亡時返戻金としてお支払いします。
　ただし、保険料払込期間中に死亡されたときは死亡時返戻金はありません。

❶

❷

❹

❸

❶災害入院給付金・疾病入院給付金

■ 入院の原因をわず、ࡂ入院給付金・疾病入院給付金それͧれのお支払事由に該当する入院を2回以上
された場合は、それͧれ継続した1回の入院とみなします。
ただし、ࡂ入院給付金・疾病入院給付金が支払われた࠷終の入院のୀ院日のཌ日からその日を含めて
1�0日を経過して開始した入院については、それͧれ新たな入院とみなします。

■  支払限度のܕについては次のܕがあります。

入院給付金と疾病入院給付金のお支払事由が重複した場合、その重複した期間に対しては、次のॱ位にࡂ  ■
したがい、いずれかの入院給付金をお支払いします。
入院給付金ࡂ １
2 疾病入院給付金
〈八大疾病入院無制限給付特則を付加した場合〉
１ ീ大疾病注による疾病入院給付金
入院給付金ࡂ 2
3 ീ大疾病注以外の疾病による疾病入院給付金
注 ീ大疾病とは、約款別දに記載された次の病気です。

ガン、心疾患、݂管疾患、高݂ѹ性疾患・大動຺ᚅ等、病、؊疾患、ਛ疾患、ᢄ疾患

❶

支払限度の型 30日型 60日型 120日型

支払限度日数

災害入院給付金 1回の入院につき 30日 60日 120日
保険期間を通じて（通算） 1,095日

疾病入院給付金 1回の入院につき 30日 60日 120日
保険期間を通じて（通算） 1,095日

〈八大疾病入院無制限給付
特則を付加した場合〉 ീ大疾病注で入院されたとき 1回の入院・通算ともに無制限注 保険料払込期間については、一定期間で保険料のお払込みが満了する「有期払」もご選択いただけます。

一般的に、保険料払込期間のいご契約にൺ短いご契約の方が、払込保険料の合計額は少なくなります。
ただし、ご契約内容によっては、保険料払込期間の短いご契約の方が、払込保険料の合計額が多くなる場合があります。

※ ۩体的なご契約の内容（給付金額、保険料、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法等）は、「申込書」や「保険設計書」等で
ご確認ください。

無配当医療保険（無解約返戻金型）（22）
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■ 手術給付金のܕは給付ഒ率に応じて、手術ᶗܕまたは手術ᶘܕから選択いただけます。

■ 公的医療保険制度における医Պ診療報ु点数දに、手術料の算定対としてྻڍされている診療行為の
うち、次の手術は手術給付金のお支払対象外です。

●傷処理　●ൽෘ切開術　●デブリードϚン　●ൈࣃ手術　
定術およびत動術ݻ的またはె手的な復術、復݂؍または関અのඇࠎ●
●ඓߢ೪ບおよび下ߕ介೪ບのমऊ術（レーβー等によるমऊ術を含みます。）または高प電気ݻڽ法によ
　 るඓߕ介切除術

■ 医Պ診療報ु点数දにおいて、「一連の治療過ఔで複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとし
て定められている手術」を複数回受けた場合、その手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた
手術については、手術給付金をお支払いできません。

※該当の手術は医Պ診療報ु点数දのվ定により変更となることがあります。

■ 同一の日に複数の手術を受けられた場合、そのうち給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給
付金をお支払いします。

❷手術給付金

■ 同一の日に複数の์ࣹઢ治療を受けられた場合、そのうちいずれか１つの์ࣹઢ治療についてのみ์ࣹઢ治
療給付金をお支払いします。

■ ์ ࣹઢ治療給付金が支払われる์ࣹઢ治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた์ࣹઢ治療に
ついては、์ࣹઢ治療給付金をお支払いできません。

■ ݂ ӷ照 （ࣹ༌݂用݂ӷに対する์ࣹઢ照ࣹ）は์ࣹઢ治療給付金のお支払対象外です。

❸放射線治療給付金

■ 約款所定の集中治療 （ࣨ*$U）管理とは、次の算定対となる診療行為のことをいいます。

　特定集中治療ࣨ管理料ࣇ入院料　　　　　　　　　●特定集中治療ࣨ管理料　　　　　●খٸٹ命ٹ●
●新生ࣇ特定集中治療ࣨ管理料　　　●૯合प産期特定集中治療ࣨ管理料

■ 約款所定の集中治療 （ࣨ*$U）管理に該当しない場合、集中治療給付金のお支払対象外です。

ʪྫʫ●ϋイケアϢχット入院医療管理　 ●日本国外での集中治療ࣨ管理　等

■ 集中治療給付金のお支払いは、ࡂ入院給付金または疾病入院給付金が支払われる１回の入院につき、１回を
限度とします。

❹集中治療給付金

■ 次の場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。

●病気やケガで、約款所定の高度障状態になられたとき
● 不慮の事故によるケガで、その事故の日からその日を含めて1�0日以内に約款所定の身体障の状態になら
　 れたとき

■ 保険料の払込免除事由が発生しても、次の場合には保険料のお払込みを免除することはできません。

●ご契約者または被保険者の故意によるとき
●被保険者の൜ࡑ行為によるとき　等

อݥྉのࠐ໔আʹͭいͯ

 主契約に付加できる特約を記載しています。ご契約年齢およびご契約の内容によっては付加できない場合も
あります。

給付金 お支払いできる場合（お支払事由） お支払額

先進医療給付金 病気やケガで約款所定の先ਐ医療による
療ཆを受けられたとき

●先進医療にかかわる技術料
● 約款所定の交通費・宿泊費
  （1泊につき1万円を限度）

■ 先ਐ医療給付金は、保険期間を通じて2000万ԁを限度とします。

■  先ਐ医療とは、約款別දの法に定められるධՁ療ཆのうち、ް生࿑ಇ大ਉが定める先ਐ医療をいい、医療ٕ
術ごとに医療機関•適応症等が限定されています。

※詳しくは、ް生࿑ಇলホームページをご覧ください。

■ 医療ٕ術•医療機関•適応症等は随時見直しが行われます。
そのため、ご契約時点では先ਐ医療に該当する医療ٕ術•医療機関•適応症等であっても、その後の見直しにより、
治療を受けた時点で先ਐ医療に該当しない場合、先ਐ医療給付金のお支払対外となります。

ɹઌਐҩྍ特約ʢແղ約ฦۚܕʣ

� 特約のอো༰ɿ�おࢧいͰ͖Δ߹ͱڅʹͯ͠ࡍの͝ཹҙ

給付金 お支払いできる場合（お支払事由） お支払額

三大疾病
入院一時給付金

次のいずれかに該当されたとき
●ガン給付責任開始期注1以後にガンと診அ確定され、その
　ガンで入院されたとき
● 心疾患注 2または݂管疾患で入院されたとき

三大疾病入院一時給付金額

ɹ三େ࣬පೖӃҰڅ࣌特約ʢແղ約ฦۚܕʣʢ��ʣ

注1 この書面の「ガンに関する保障の開始（ガン給付責任開始期）について」をご覧ください。
注2 心疾患には、「高݂ѹ性心疾患」は含まれません。

ɹೖӃҰڅ࣌特約ʢແղ約ฦۚܕʣʢ��ʣ

給付金 お支払いできる場合（お支払事由） お支払額

入院一時給付金 ओ契約のࡂ入院給付金または疾病入院給付金の支払
われる入院をされたとき

入院一時給付金額

■ 入院一時給付金のお支払いは、ओ契約のࡂ入院給付金または疾病入院給付金が支払われる１回の入院につき、
１回を限度とします。

■入院の原因をわず、ࡂ入院給付金または疾病入院給付金それͧれのお支払事由に該当する入院を２回以上さ
れた場合は、それͧれ継続した１回の入院とみなします。
ただし、ࡂ入院給付金または疾病入院給付金が支払われた࠷終の入院のୀ院日のཌ日からその日を含めて
1�0日を経過して開始した入院については、それͧれ新たな入院とみなします。

■ओ契約のࡂ入院給付金と疾病入院給付金のお支払事由が重複した場合、 入院一時給付金は重複してお支払いで
きません。
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給付金 お支払いできる場合（お支払事由） お支払額

ガン診断給付金

次のいずれかに該当されたとき
●ガン給付責任開始期 注以後にॳめてガンと診அ確定されたとき
● ガン診அ給付金が支払われることとなった診அ確定日または࠷終の入院の

開始日からその日を含めて１年経過後にガンによる入院を開始されたとき

ガン診断給付金額

注 この書面の「ガンに関する保障の開始（ガン給付責任開始期）について」をご覧ください。

■ ガン診அ給付金が支払われることとなった診அ確定日または࠷終の入院の開始日からその日を含めて1年を経過
した日のཌ日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日のཌ日に入院を開始されたものとみなします。

■  ガン以外の病気やケガによる入院中にガンと診அ確定された場合、そのガンの治療を開始した日からガンの治療を
目的として入院したものとして、ガン診அ給付金をお支払いします。

ɹΨϯஅڅ特約ʢແղ約ฦۚܕʣʢ��ʣ

給付金 お支払いできる場合（お支払事由） お支払額

ガン治療
通院給付金

ガン給付責任開始期注以後に診அ確定されたガンの治療
を目的として通院されたとき

注 この書面の「ガンに関する保障の開始（ガン給付責任開始期）について」をご覧ください。

■ 通院給付特約（無解約返戻金ܕ）（1�）を付加されているご契約には付加できません。

■ 次の期間（支払対期間）中の通院が対となります。

●ॳめてガンと診அ確定された日からその日を含めて5年間
終の支払対期間が満了した日のཌ日以後に次のいずれかに該当された日からその日を含めて5年間࠷●
　　ガンが再発したと診அ確定されたとき　　　　　　　　
　　ガンが他のଁثにస移したと診அ確定されたとき
　　ガンが新たに生じたと診அ確定されたとき
　　ガンの治療を目的として入院されたとき

。終の支払対期間が満了した日のཌ日にガンで継続入院中の場合、その日に入院を開始したものとみなします࠷ ※

■  通院には往診・訪診療等、医師が治療のために被保険者のډ等を訪したときを含みます。

■  次の通院についてはガン治療通院給付金のお支払対象外です。

のための通院؍査や経過ݕ●
●ඒ容上の処置による通院
●治療処置をわないༀࡎ・治療ࡐ料のߪ入、受取りのみの通院
●ガンの治療にい生じた合ซ症の治療のための通院　等

■  次の場合については、ガン治療通院給付金は重複してお支払いできません。

● 1日に２回以上通院された場合
●２つ以上のガンの治療のために通院された場合

■  ओ契約または他の特約から入院給付金が支払われる場合、入院給付金のお支払対となる日についてはガン
治療通院給付金をお支払いできません。

ガン治療通院給付金日額 通院日数×

Ψϯྍ࣏௨Ӄڅ特約ʢແղ約ฦۚܕʣ

ɹ߅Ψϯڅྍ࣏ࡎ特約ʢແղ約ฦۚܕʣʢ��ʣ
給付金 お支払いできる場合（お支払事由） お支払額

抗ガン剤治療
給付金

ガン給付責任開始期注１以後に診அ確定されたガンの治療を
目的として߅ガンࡎ治療を受けられたとき

抗ガン剤治療給付金月額×
お支払事由に該当する月の月数

注１ この書面の「ガンに関する保障の開始（ガン給付責任開始期）について」をご覧ください。

■  次のいずれかに該当する߅ガンࡎ治療が対となります。

 　公的医療保険制度における医Պ診療報ु点数දまたはࣃՊ診療報ु点数දにより、約款所定の߅ガンࡎにかか
　るༀࡎ料または処方せん料が算定される治療
　約款所定の先ਐ医療による療ཆ
　約款所定の患者申出療ཆによる療ཆ
　上記以外に、ガンを適応症としてް生࿑ಇ大ਉにより承認されている約款所定の߅ガンࡎを用いた治療

■ お支払事由に該当する月は、次のいずれかを含Ή月をいいます。

① 注ࣹによる༩が医師注２により行われた場合ɿ医師注２によりその߅ガンࡎが༩された日
②  経口による༩が行われた場合ɿ医師が࡞成した処方せんにもとづくその߅ガンࡎのༀ期間に属する日のう

ち、その߅ガンࡎを༩すきとされる日（ただし、被保険者が生ଘしている日に限ります）
③ ①②に該当しない場合ɿ医師がその߅ガンࡎを処方した日
注２ 護師など医師の医療行為をิॿする業務にै事する者を含みます。

■  同一の月に２回以上߅ガンࡎ治療をされた場合は、その月の࠷ॳに受けた߅ガンࡎ治療がお支払対となります。

。治療給付金のお支払いは、お支払事由に該当する月を通算して120月を限度としますࡎガン߅  ■

ɹঁੑ࣬පڅ特約ʢແղ約ฦۚܕʣʢ��ʣ
給付金 お支払いできる場合（お支払事由） お支払額

女性疾病
入院給付金

約款所定のঁ性疾病で1日以上入院された
とき

入院5日以内
女性疾病入院給付金日額の5倍

入院6日以上
女性疾病入院給付金日額×入院日数

〈主契約に初期入院10日給付特則を付加した場合〉
入院10日以内
女性疾病入院給付金日額の10倍

入院11日以上
女性疾病入院給付金日額×入院日数

女性疾病
手術給付金

約款所定のঁ性疾病でओ契約の手術給付金の
お支払事由に該当する手術を受けられたとき
ただし、ঁ性特定手術給付金が支払われる場
合を除きます。

1回につき

入院中の手術
女性疾病入院給付金日額の10倍

外来での手術
女性疾病入院給付金日額の5倍

女性特定
手術給付金

次のいずれかの手術を受けられたとき
●ೕガンでओ契約の手術給付金のお支払事由に

該当する約款所定のೕの݂؍切除術
●上記のೕの݂؍切除術を受けたೕについ

て、約款所定のೕ再ݐ術
●病気やケガでओ契約の手術給付金のお支払事

由に該当する約款所定の子ٶఠ出術またはཛ
ఠ出術

1回につき

女性疾病入院給付金日額の30倍

女性疾病
放射線治療
給付金

約款所定のঁ性疾病で、ओ契約の์ࣹઢ治療
給付金のお支払事由に該当する์ࣹઢ治療を
受けられたとき

1回につき

女性疾病入院給付金日額の10倍

❶

❷

❸

❹

 　公的医療保険制度における医Պ診療報ु点数දまたはࣃՊ診療報ु点数දにより、約款所定の߅ガンࡎにかか

　約款所定の先ਐ医療による療ཆ
　約款所定の患者申出療ཆによる療ཆ
　上記以外に、ガンを適応症としてް生࿑ಇ大ਉにより承認されている約款所定の߅ガンࡎを用いた治療

■ 三大疾病入院一時給付金が支払われることとなった࠷終の入院の開始日からその日を含めて１年以内に、再度
三大疾病入院一時給付金のお支払事由に該当した場合、三大疾病入院一時給付金をお支払いできません。

■  三大疾病入院一時給付金が支払われることとなった࠷終の入院の開始日からその日を含めて１年を経過した日の
ཌ日に三大疾病により継続入院中の場合、1年を経過した日のཌ日に入院を開始されたものとみなします。

■ 三大疾病以外の病気やケガによる入院中に三大疾病の治療を受けられた場合、その治療を開始した日から
その三大疾病の治療を目的として入院したものとして、三大疾病入院一時給付金をお支払いします。



気
に
な
る
デ
ー
タ

保
障
の
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ

主
契
約
の
保
障
内
容

特
約
の
保
障
内
容

Q
&
A

ヘ
ル
ス
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

保
険
料
表

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

3837

■ 入院の原因をわず、お支払事由に該当する入院を2回以上された場合、継続した1回の入院とみなします。
ただし、ঁ性疾病入院給付金が支払われた࠷終の入院のୀ院日のཌ日からその日を含めて1�0日を経過して
開始した入院については、新たな入院とみなします。

■支払限度のܕはओ契約の「支払限度のܕ」と同一です。

ただし、ओ契約にീ大疾病入院無制限給付特則を付加している場合は、下දのとおりです。

❶女性疾病入院給付金

支払限度の型 30日型 60日型 120日型

支払限度日数
女性疾病
入院給付金

約款所定のガン、ຫ性リウϚν
性心疾患、くもບ下出݂、ਛ疾
患以外のঁ性疾病で入院され
たとき

1回の入院につき 30日 60日 120日

保険期間を通じて（通算） 無制限

約款所定のガン、ຫ性リウϚν
性心疾患、くもບ下出݂、ਛ疾
患で入院されたとき

1回の入院につき 無制限

保険期間を通じて（通算） 無制限

■ 同一の日にঁ性疾病手術給付金のお支払事由に該当する複数の手術を受けられた場合、そのうち給付金額の
高いいずれか1つの手術についてのみঁ性疾病手術給付金をお支払いします。

■ 同一の日にঁ性疾病手術給付金のお支払事由に該当する手術とঁ性特定手術給付金のお支払事由に該当する
手術を受けられた場合で、ঁ性特定手術給付金をお支払いするときは、その日に受けられた手術に対してはঁ
性疾病手術給付金はお支払いできません。

❷女性疾病手術給付金

■  ঁ 性特定手術給付金は保険期間を通じて、次のお支払いを限度とします。

● 約款所定の「ೕの݂؍切除術•ೕ再ݐ術」「ཛఠ出術」を受けられた場合は、各ೕ・各ཛにつき1回
● 約款所定の「子ٶఠ出術」を受けられた場合は1回

■ 同一の日にঁ性特定手術給付金のお支払事由に該当する複数の手術を受けられた場合、そのうちいずれか1つの
手術についてのみঁ性特定手術給付金をお支払いします。
ただし、ঁ性特定手術給付金の支払限度は、それらすての手術についてঁ性特定手術給付金が支払われた
ものとみなします。

❸女性特定手術給付金

■  ঁ 性疾病์ࣹઢ治療給付金が支払われる์ࣹઢ治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた์ࣹઢ
治療については、ঁ性疾病์ࣹઢ治療給付金をお支払いできません。

■ ݂ ӷ照 （ࣹ༌݂用݂ӷに対する์ࣹઢ照ࣹ）は์ࣹઢ治療給付金のお支払対象外です。

❹女性疾病放射線治療給付金

支払限度の型 30日型 60日型 120日型

支払限度日数 女性疾病入院給付金
1回の入院につき 30日 60日 120日

保険期間を通じて（通算） 無制限

ɹ௨Ӄڅ特約ʢແղ約ฦۚܕʣʢ��ʣ

給付金 お支払いできる場合（お支払事由） お支払額

通院給付金

ओ契約のࡂ入院給付金または疾病入院給付金が支払われ
る入院をされ、その入院のୀ院日のཌ日からその日を含め
て1�0日以内の期間（支払対期間）中に、入院の原因
となった病気やケガの治療を目的として通院されたとき

主契約の
入院給付金日額×受療日数
（支払対象期間内のお支払事由
に該当した日数）

■ ガン治療通院給付特約（無解約返戻金ܕ）を付加されているご契約には付加できません。

■  通院には往診・訪診療等、医師が治療のために被保険者のډ等を訪したときを含みます。

■  次の通院については通院給付金のお支払対象外です。

●ඒ容上の処置による通院
●異ৗ分ส以外の分สによる通院
●治療をओたる目的としない診அのためのݕ査による通院
●治療処置をわないༀࡎ・治療ࡐ料のߪ入、受取りのみの通院　等

■  次の場合については、通院給付金は重複してお支払いできません。

● 1日に2回以上通院された場合
● 2つ以上の病気またはケガの治療のために通院された場合

■  ओ契約または他の特約から入院給付金が支払われる場合、入院給付金のお支払対となる日については通院給付
金をお支払いできません。

■  通院給付金のお支払いは、ओ契約のࡂ入院給付金または疾病入院給付金が支払われる１回の入院につき30日、
保険期間を通じて1095日を限度とします。

払込免除事由

ガン ガン給付責任開始期注1以後にॳめてガンと診அ確定されたとき

心疾患
心疾患注2または݂管疾患で入院されたとき

脳血管疾患

次の場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。

ɹอݥྉࠐ໔আ特約ʢ��ʣ

注1 この書面の「ガンに関する保障の開始（ガン給付責任開始期）について」をご覧ください。
注2 心疾患には、「高݂ѹ性心疾患」は含まれません。
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Ψϯʹؔ͢Δอোの։࢝ʢΨϯڅ։ظ࢝ʣʹ ͭいͯ�
三大疾病入院一時給付特約（無解約返戻金型）（18）、ガン診断給付特約（無解約返戻金型）（18）、ガン治療通
院給付特約（無解約返戻金型）、抗ガン剤治療給付特約（無解約返戻金型）（18）、保険料払込免除特約（22）
のガンに関する保障の開始（ガン給付責任開始期）は責任開始日注からその日を含めて90日を経過した日のཌ日

（91日目）からとなります。

注  三井住友海上あいおい生命がご契約の「お申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の
保障を開始します。この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

お申込み
▼

告知
▼

▲
ガンに関する保障の開始
（ガン給付責任開始期）

▲
保障の開始
（責任開始期）

90日間

〈ガン診断給付特約（無解約返戻金型）（18）・ガン治療通院給付特約（無解約返戻金型）・抗ガン剤治療給付特約（無
解約返戻金型）（18）の場合〉

特約は無効となり、ガン診அ給付金・ガン治療通院給付金・߅ガンࡎ治療給付金はお支払いできません。
この場合、すでに払い込まれた特約保険料はお戻しします。
※ 告知前にご契約者または被保険者のいずれかがその事実を知っていたときはすでに払い込まれた特約保険料はお戻ししません。

〈三大疾病入院一時給付特約（無解約返戻金型）（18）の場合〉
心疾患・݂管疾患に関する保障は継続しますが、ガンに関する保障はなくなりますので、ガンによる三大疾病
入院一時給付金はお支払いできません。
この場合、ガンと診அ確定された日からその日を含めて 1�0 日以内であれば、ご契約者からのお申出により、特約
を無効とし、すでに払い込まれた特約保険料をお戻しすることができます。

〈保険料払込免除特約 （22）の場合〉
心疾患・݂管疾患に関する保障は継続しますが、ガンに関する保障はなくなりますので、ガンの場合には保険料
のお払込みを免除することはできません。
この場合、ガンと診அ確定された日からその日を含めて 1�0 日以内であれば、ご契約者からのお申出により、この
特約を無効とし、所定の金額 注をお戻しすることができます。

注「払い込まれた保険料の金額」から、「払い込まれた保険料について、この特約を付加しない場合の保険料率を適用して計算し
た金額」をࠩし引いた金額。

Ψϯʹؔ͢Δอোの։࢝લʹΨϯͱஅ֬ఆ͞Εͯいた߹ʹͭいͯ�
被保険者が、告知前または告知時からガンに関する保障の開始（ガン給付責任開始期）の前日までにガンと診அ確
定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っていると知っていないとにかかわらず、次のとおりお
取扱いします。

解約返戻金は、次のとおりです。

〈主契約〉
保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。
ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すての保険料をお払込み
いただいている場合のみ、解約返戻金（入院給付金日額の10ഒ）をお受け取りいただけます。

〈特約〉
保険期間を通じて解約返戻金はありません。

ղ約ฦۚʹͭいͯ�

ओ契約・特約とも契約者配当金はありません。

ۚʹͭいͯ�

法ྩ等のվ正による公的医療保険制度のվ正があった場合で特に必要と認めたときは、ओ務ிの認可を得て給付金
等のお支払事由を公的医療保険制度のվ正に適した内容に変更することがあります。この場合、お支払事由を変更す
る2か月前までにご契約者にご連絡します。

ओܖ約おΑͼ特約のおࢧいͰ͖Δ߹ʢおࢧࣄ༝ʣのมߋʹͭいͯ�

■  お払込みいただいた保険料は、「介護医療保険料߇除」の対となります。
　他の生命保険料と合算し、一定額まで所得੫と住ຽ੫の対となる所得から߇除されます。（所得੫法第�6条）

※詳細につきましては、　　　　　　　　　　　　  をご確認ください。

■  被保険者が受取人となると給付金等はඇ՝੫扱いになります。（所得੫基本通達9-20、9-21）

■  死亡時返戻金の受取時の՝੫については、契約者・被保険者・受取人の関係によって、相続੫、所得੫、ଃ༩੫
が適用されます。

※上記、੫務上のお取扱いについては、2023年10月施行中の੫制によります。ࠓ後の੫制վ正によって変更となる場合がありま
すのでご注意ください。また、給付金等にかかる੫金については、実際に受け取られた時点の੫制によります。なお、個別のお
取扱いについては、所の੫務署等にご確認ください。

ओͳ੫のおऔѻいʹͭいͯ��
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注意喚起情報重要事項説明
必ずお読みください

健康状態やご職業等についてありのままに正確に
もれなくお知らせ（告知）してください。

健康状態等の告知        

2

　告知義務について

　告知受領権について

　お申込内容等を確認させていただく場合があります

■ご契約者や被保険者には健康状態・ご職業等についてありのままを告知していただく義務があります。

■告知書でおたずねする過去の傷病歴（傷病名・治療期間等）、現在の健康状態、身体の障がい状態、
ご職業等について、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。

※情報端末を利用して告知いただく方法を含みます。

■医師扱の場合、医師が口頭で告知を求めますので、同様に事実をありのままに正確にもれなく告知して
ください。

■ 告知を受ける権限（告知受領権）は三井住友海上あいおい生命、および三井住友海上あいおい生命が
指定した医師だけが有しています。

■次の者に口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
● 社員　● 代理店 ● 三井住友海上あいおい生命の指定する以外の医師　等

■三井住友海上あいおい生命の社員または三井住友海上あいおい生命で委託した確認担当者が、お申込
内容や告知内容、ご請求内容等について、次のときに確認させていただく場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。
● ご契約のお申込みの際やご契約の成立後
● 給付金等のご請求の際
● 保険料のお払込みの免除をご請求の際

詳細は、  　　　　　　　　　 健康状態•ご職業等の告知義務について

お申込みの撤回やご契約の解除ができます。
クーリング•オフ        

1

● この　　　　　  は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。　　　
ご契約前に　　　    とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。

●  この　　　　　　　のほか、お支払事由やご留意点の詳細、ご契約の内容に関する事項は、
に記載しておりますので必ずご確認ください。

 契約概要
 注意喚起情報

 注意喚起情報

詳細は、  　　　　　　　　　 クーリング•オフ（お申込みの撤回等）について

■お申込者またはご契約者がお申込みをされた後でも、「本書面 注1を受け取られた日（＊）」、「三井住友
海上あいおい生命の生命保険募集人がご契約のお申込みを受けた日（申込書受領日）」のいずれか遅い日
からその日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録注2によりご契約のお申込みの撤回また
はご契約の解除（以下「お申込みの撤回等」といいます。）をすることができます。この場合、すでにお払
込みいただいた保険料があるときには、三井住友海上あいおい生命はその金額をお戻しします。
注1 この書面（注意喚起情報）は、保険業法第309条第1項第1号に定める「保険契約の申込みの撤回等に関する事項を
　　 記載した書面」です。
注2 電磁的記録によるお申し出の窓口として、三井住友海上あいおい生命ホームページ（https://www.msa-life.co.jp）に
　　 クーリング・オフ受付画面を設けております。

■ お申込みの撤回等は、書面の発信時（郵便の消印日付）または電磁的記録の送信時（申出入力完了日付）
に効力を生じます。以下のいずれかの方法でお申し出ください。
＜書面による方法＞

次の事項をご記入のうえ、郵便により三井住友海上あいおい生命までお送りください。
● 申込者等の氏名（自署） ● 住所、電話番号
● 申込番号 ● お申込みの撤回等をする旨

＜電磁的記録による方法＞
三井住友海上あいおい生命ホームページのクーリング・オフ受付画面
（https://www.msa-life.co.jp/form/coolingoff/coolingoff.php）から、必要事項をご入力ください。

■ 次の場合、お申込みの撤回等はできません。
● 三井住友海上あいおい生命が指定する医師の診査が終了したとき
● 債務履行の担保のための保険契約であるとき
● 既契約の内容変更（保険金額の増額、特約の中途付加等）のとき
● 法人をご契約者とする保険契約であるとき

クーリング・オフ（お申込みの撤回等）の申出可能期間

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目

注意喚起情報を
受け取られた日

ご契約のお申込みを
受けた日（申込書受領日）

（＊） 電磁的交付を希望された場合、WEB版「契約概要・注意喚起情報等」のご案内を添付したメール
の受信日となります。
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保障は「お申込みを受けた時」、「告知の時」の
いずれか遅い時から開始します。

3

保障の開始（責任開始期）

保険料は、期間内にお払込みください。4
保険料のお払込み等

保障の開始（責任開始期）

詳細は、  　　　　　　　　　 保障の開始（責任開始期）について

■三井住友海上あいおい生命がご契約をお引受けすることを承諾した場合、次のいずれか遅い時から保険
契約上の保障を開始します。
この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
● お申込みを受けた時
● 告知の時

なお、特約によっては、ご契約後、一定期間を経過した後に保障が開始するものもありますので、
　　　　 • 　　　　　　　　　　 をご確認ください。

■三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上あいおい生命の保険契約
締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの
保険契約のお申込みに対して三井住友海上あいおい生命が承諾したときに有効に成立します。

■ご契約者、被保険者または死亡時返戻金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると
認められたときは、ご契約をお引受けすることはできません。

契約概要

　保険料の払込猶予期間について

　第1回保険料のお払込みについて

■保険料をお払込みいただく期間内に保険料のお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期
間を設けています。

■第1回保険料の払込猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないとき、そのご契約は無効と
なります。この場合、次のとおりお取扱いします。
● お支払いする返戻金はありません。
● 無効となったご契約を元に戻すことはできません。
●  次のご契約については、三井住友海上あいおい生命は一定期間（無効となったご契約の契約日から

２年間）お引受けいたしません。
無効となったご契約のご契約者または被保険者をご契約者とする新たなご契約
無効となったご契約のご契約者または被保険者を被保険者とする新たなご契約

（第 1 回保険料をお払込みいただく前に解約された場合も同様です。）

詳細は、  　　　　　　　　　 保険料のお払込み•払込猶予期間とご契約の無効•失効について / ご契約の復活について

○

○

　傷病歴等がある場合のご契約のお引受けについて

■三井住友海上あいおい生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち
給付金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴等がある場合、
お引受けできないことや「特定部位不支払」等の特別な条件をつけてお引受けすることもあります。
また、三井住友海上あいおい生命では、引受基準を緩和することで健康に不安のある方も加入しやすい
よう設計した医療保険（保険料が割増しされています）もお取扱いしています。

　告知の内容が事実と相違する場合について
■告知内容について、故意または重大な過失により、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知

された場合、責任開始日（復活の場合は復活日）から2年以内であれば、三井住友海上あいおい生命は
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。この場合、次のとおりお取扱い
します。
● 給付金等をお支払いする事由が発生していても、給付金等をお支払いできません。
● 保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、保険料のお払込みを免除できません。
● お支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。

ただし、給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由の発生が、解除の原因となった事
実によらない場合は、給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行います。
また、責任開始日または復活日から2年を経過していても、解除の原因となる事実により給付金等のお
支払事由が2年以内に発生していた場合注には、ご契約または特約を解除することがあります。
注  責任開始期前に原因が生じていたことにより、給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除が行われない場合を含み

ます。

■「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に
告知をされなかった場合」等、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、責任開始日または復活日から
2年を経過していても、不法取得目的による無効や詐欺による取消を理由として、給付金等をお支払い
できないことがあります。

　この場合、すでにお払込みいただいた保険料はお戻しできません。
※ 生命保険募集人等の保険契約締結の媒介を行う者が、事実を告知することを妨げたり、事実を告知しないことまたは事実と

違うことを告知することを勧めたことにより告知義務違反に該当された場合は、三井住友海上あいおい生命は告知義務違反を
理由としてご契約または特約を解除することができません。
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給付金等をお支払いできない場合があります。5
給付金等をお支払いできない場合

解約返戻金がない、または少なくなることがあります。
解約と解約返戻金

6

保険会社の業務または財産の状況の変化、または経営破綻
により、給付金額等が削減されることがあります。

7

保険会社が経営破綻した場合等

■お支払事由に該当しない場合
● 責任開始期（復活の場合は復活日）前の病気や不慮の事故を原因とする場合
●「入院」、「手術」が約款に定める要件にあてはまらない場合　等

■給付金等のお支払事由に該当してもお支払いできない場合
● 責任開始日（復活の場合は復活日）から3年以内の被保険者の自殺
● 受取人等の故意または重大な過失によるお支払事由の発生　等

■保険契約のお申込みや復活等の際の告知内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により
解除となった場合

■保険契約のお申込みや復活等の際に、給付金等を不法に取得する目的があってご契約が無効となった
場合や、詐欺の行為によりご契約が取消となった場合

■給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または死亡時返戻金受取人が、
暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由によりご契約または特約が
解除となった場合

■第1回保険料のお払込みがなく、ご契約が無効となった場合

■第2回目以後の保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合

 詳細は、 給付金等をお支払いできない場合について

■お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は給付金等のお支払い、ご契約の締結や維持に
必要な経費にあてられます。したがって解約されますと、解約返戻金があっても多くの場合、払込保険料の
合計額よりも少ない金額となります。

■解約返戻金は、保険の種類・ご契約年齢・性別・経過年（月）数等によっても異なりますが、特に、
ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
※解約返戻金については、 契約概要 • もあわせてご確認ください。

※ご契約の内容等によっては、給付金等の受取金額が、払込保険料の合計額より少ない金額になる場合があります。

詳細は、  　　　　　　　　　 解約と解約返戻金について

詳細は、  　　　　　　　　　 保険会社の業務または財産の状況が変化した場合／「生命保険契約者保護機構」について

■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額•年金額•給付金額等が
削減されることがあります。

■三井住友海上あいおい生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の
会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の
措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額•年金額•給付金額等が削減される
ことがあります。

　保険契約の失効・復活等について

■第2回目以後の保険料の払込猶予期間中に保険料のお払込みがない場合、ご契約は失効します。

■万一ご契約が失効した場合でも、失効から１年以内であれば、三井住友海上あいおい生命所定の
お手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。
ただし、健康状態等によっては、復活できない場合があります。

新たな保険契約へのお申込み

8 現在ご契約の保険契約を解約・減額等をすることを前提に、
新たな保険契約へのお申込みをされる場合、不利益となることがあります。

詳細は、  　　　　　　　　　 新たな保険契約へのお申込みについて

■多くの場合、解約返戻金は払込保険料の合計額より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解
約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。

■一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。

■新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、解約されたご契約を元に戻すことはできません。また、減
額されたご契約を元に戻せないことがあります。

■新たにお申込みの保険契約についても同様に告知義務があります。
告知が必要な傷病歴等がある場合、新たな保険契約のお引受けができないことや、その告知がされ
なかったためにご契約が解除・取消となることもあります。
※ご契約が解除・取消となる場合については、この書面の「告知の内容が事実と相違する場合について」をご覧ください。

■新たにお申込みの保険契約の責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺した場
合、給付金等のお支払いができないことがあります。
また、責任開始期前に生じていた病気やケガにより給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由
が生じた場合、給付金等のお支払いや保険料の払込免除ができないことがあります。

■新たにお申込みの保険契約によっては、ガンに関する保障は、責任開始日からその日を含めて９０日
以内に給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由が生じた場合、給付金等のお支払いや保険料
の払込免除ができないことがあります。
※ ガンに関する保障を途切らせないためには、現在ご契約の保険契約を継続し、現在ご契約の保険契約と新たな保険契約の保

険料をいずれもお払込みいただく必要があります。

　一般的に不利益となる事項について

■現在ご契約の保険契約については、一般的に各種特約等の中途付加や追加契約等の方法によっても
保障内容を見直すことができます。

■保険料計算の基礎となる予定利率、予定死亡率等は現在ご契約の保険契約と新たな保険契約とでは
異なることがあります。

　その他ご確認いただきたい事項について
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■生命保険のお手続きやご契約に関するご相談・ご意見等は、三井住友海上あいおい生命 お客さま
サービスセンターへご連絡ください。

■三井住友海上あいおい生命の商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。

■一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAX は不可）・
来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に

「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。

■生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決
機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。

給付金等のご請求の際はすみやかに
三井住友海上あいおい生命までご連絡ください。

給付金等のご請求

9

代理人が給付金等や保険料の払込免除を
請求することができます。

給付金等の代理請求

10

 詳細は、 給付金等のお受取り等の手続きについて

■ご請求手続き、給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、
　　　　　　　　　　　　•「三井住友海上あいおい生命ホームページ」（https://www.msa-life.co.jp）
に記載しておりますので、あわせてご確認ください。

■お客さまからのご請求に応じて、給付金等のお支払いや保険料の払込免除を行います。
お支払いの可能性があると思われる場合、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに三井住友
海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。

■ご契約内容によっては、複数の保険金•年金•給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由に該当
することがあります。ご不明な点がある場合は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセン
ターへご連絡ください。

■三井住友海上あいおい生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがあります
ので、ご契約いただいた後に、ご契約者の住所や電話番号等を変更された場合は、必ず三井住友海上
あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。

■お申込みいただいたご契約に、三井住友海上あいおい生命がお引受けできるかどうかを決定（承諾）
する前に給付金等のお支払事由が発生した場合でも、それまでに三井住友海上あいおい生命所定の方法に
より被保険者となられる方の告知を受領し、かつ、被保険者となられる方の告知・診査等から三井住友海上
あいおい生命がお引受けを承諾できる場合は、給付金等をお支払いします。
ただし、この書面の「給付金等をお支払いできない場合」に記載している約款の定めにより給付金等を
お支払いできない場合（お申込み前からすでに病気やケガ等が発生していたり、告知の内容が事実
と相違していたとき等）を除きます。

 詳細は、 給付金等のお受取り等の手続きについて

■次の場合、給付金等の受取人またはご契約者に代わって代理人（代理請求人、あらかじめ指定した場合
は指定代理請求人）が給付金等や保険料の払込免除を請求することができます。
● 被保険者と給付金等の受取人が同一で、受取人が給付金等を請求できない特別な事情があるとき
● 被保険者とご契約者が同一で、ご契約者が保険料の払込免除を請求することができない特別な事情

があるとき

■代理請求人（または指定代理請求人）に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。

保険契約に関するご相談•ご意見等をお受けしています。
お問い合わせ先

11
詳細は、  　　　　　　　　　 苦情•相談窓口とその電話番号

ホームページアドレス　https://www.seiho.or.jp/お問い合わせ先
一般社団法人 生命保険協会

お問い合わせ先
三井住友海上あいおい生命　お客さまサービスセンター

TEL　0120-324-386（無料）
受付時間 月～金 9：00～18：00／土 9：00～17：00（日・祝日・年末年始を除きます）
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個人情報の取扱いについて

保険契約の申込書、告知書その他の各種手続書面のご記入にあたりましては、個人情報の取扱いに関する
以下の説明をご確認いただき、内容にご同意のうえ、お手続きくださいますようお願い申し上げます。

1. 三井住友海上あいおい生命が取得した個人情報は、次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。
● 保険契約の引受、維持・管理、継続、保険金・給付金等の支払い
● 三井住友海上あいおい生命の業務運営•管理、商品•サービスの開発•充実
● その他保険に関連•付随する業務

また、三井住友海上あいおい生命および MS&AD インシュアランス グループ各社は、本保険契約に
　関する個人情報を、本保険契約以外の保険契約の引受、履行のために利用することがあります。

2. 三井住友海上あいおい生命は、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いを、
MS&ADインシュアランス グループ各社、募集代理店、医師、契約確認会社、情報処理システムの
開発•運用を委託する会社など外部委託先である他の事業者等（以下「委託先」といいます。）に委託
しております。

3.三井住友海上あいおい生命は、生命保険事業の健全性維持や公平性確保など業務を適切に運営する
必要性から、業務上必要な範囲で医療・健康情報等の機微（センシティブ）情報を取得、利用するほか、
医療機関・契約者等の第三者ならびに委託先に提供することがあります。　　　　　　　　　　　
※医療・健康情報等の機微（センシティブ）情報については、保険業法施行規則により、利用目的が

限定されています。

4.三井住友海上あいおい生命は、引受リスクの適切な分散のための再保険契約の締結ならびに再保険会
社における当該保険契約の引受、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いその他再保険に関連・
付随する業務に関する利用のために、ご契約者・被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契
約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会
社に提供することがあります。

5.三井住友海上あいおい生命は、契約内容登録制度注1、契約内容照会制度注1、支払査定時照会制度注2

に基づいて、一般社団法人 生命保険協会、同協会加盟の各生命保険会社等とともに、保険契約等に
関する所定の情報（詳細は  または三井住友海上あいおい生命ホームページ
（https://www.msa-life.co.jp）をご確認ください。）を同協会に登録し、利用することがあります。
注1 「契約内容登録制度・契約内容照会制度」についてをご確認ください。
注2 「支払査定時照会制度」についてをご確認ください。

6.三井住友海上あいおい生命およびMS&ADインシュアランス グループ各社は、商品・サービスのご
案内・ご提供、および提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために、個人情報を共同して
利用することがあります。

三井住友海上あいおい生命の個人情報の取扱いに関する詳細（グループ会社との間の個人情報の共同
利用の内容を含みます。）、商品・サービスや MS&AD インシュアランス グループ各社の名称、
商品・サービスおよび他の生命保険会社等との情報交換制度につきましては、三井住友海上あいおい
生命ホームページ（https://www.msa-life.co.jp）をご覧ください。
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■生命保険募集人について
三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上あいおい生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約
締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して三井住友海上あいおい生命が承諾
したときに有効に成立します。なお、お客さまが三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人の登録状況・権限等に関しまして確認を
ご要望の場合は、三井住友海上あいおい生命お客さまサービスセンターまでご連絡ください。

■銀行等が生命保険募集人となる場合について
●ご契約いただく商品は、三井住友海上あいおい生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金ではありません。したがって、

預金保険制度の対商品とはなりません。
●ご契約のお申込みの有無により、ۜ 行等の他の取引にӨڹがٴͿことはありません。

銀行が生命保険募集人となる場合のご留意点

「ご契約のしおり・約款」について

約の͠おΓܖ͝
ご契約についての大切な事項や諸手続き等、ぜひ知っていただきたい事項について記載しています。

約ɹ款
ご契約についてのとりきめを記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。

「Web約款」とは、三井住友海上あいおい生命のホームページにて閲覧・ダウンロード可能な
「ご契約のしおり・約款」です。

■「Web約款」の閲覧方法
QRコードまたは URL から直接閲覧
●QRコードを読み取ってアクセス　●URLからアクセス

https://www.msa-life.co.jp/yakkan/pdf/2024-0110.pdf

※ QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

三井住友海上あいおい生命ホームページから閲覧
① インターネットで三井住友海上あいおい生命のホームページにアクセス

② トップページの「Web約款」をクリックし、「ご契約のしおり・約款」ページへ移動
③ 「保険種類」または「ご契約のしおり・約款コード」から該当の「ご契約のしおり・約款」を選択

※「ご契約のしおり・約款」を閲覧・ダウンロードする際にかかる通信料はお客さまのご負担となります。

■ 特徴
・いつでもパソコンやタブレット端末等で「ご契約のしおり・約款」を閲覧いただけます。
・ご覧になりたいページを拡大することができます。
・保管の必要がなく紛失の心配がありません。

三井住友海上あいおい生命ホームページ

https://www.msa-life.co.jp

1

2

「Web約款」について

●「ご契約のしおり・約款」には、ご契約にともなう大切な事項が記載されています。
　必ずご一読いただき、内容を十分にご確認いただきますようお願いいたします。

●「ご契約のしおり・約款」の内容は、次の方法でご確認いただくことができます。

注　冊子版を希望される場合は、ご契約時に販売資格を持つ募集人にお申し出ください。
ご契約後にお申し出いただく場合は、三井住友海上あいおい生命　お客さまサービスセンターへご連絡ください。

ご契約のしおり・約款コード 2024－0110

三井住友海上あいおい生命のホームページからご確認いただけます。

お受け取りいただく冊子でご確認いただけます。

Web版（Web約款）

冊子版注
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